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T
he term

 K
yoto-kanke-shizoku refers to the low

-level functionaries w
ho served in the Im

perial Court until 1869. T
hey becam

e 
unem

ployed and im
poverished as a result of the M

eiji Restoration. T
he organizations H

eian-gikai and K
yoto-O

hkitsu-zaidan w
ere founded to 

support them
. H

eian-gikai Siryo （
the H

istorical M
aterials of the H

eian-gikai） and O
hkitsu-zaidan Siryo （

the H
istorical M

aterials of the 
O

hkitsu-zaidan） are the m
aterials handed dow

n from
 generation to generation in these organizations. In 2016, these m

aterials w
ere donated 

to the K
yoto Institute, Library and A

rchives. T
his text w

as w
ritten to introduce them

 for being used in the study on the K
yoto-kanke-

shizoku.
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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
近
世
以
前
に
お
い
て
朝
廷
に
出
仕
し
て
い
た
官
家
士
族
に
つ
い
て
、

そ
の
近
代
以
降
の
動
向
の
解
明
に
資
す
る
た
め
、
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所

蔵
『
平
安
義
会
資
料
』『
旧
桜
橘
財
団
関
係
資
料
』
の
一
部
を
、
逐
次
翻
刻
・
紹
介

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る（
１
）。

そ
の
（
五
）
と
な
る
今
回
は
、
同
史
料
群
の
な

か
か
ら
、
と
く
に
平
安
義
会
の
社
団
法
人
化
に
関
す
る
史
料
を
取
り
扱
う
。

　

平
安
義
会
と
は
、
官
家
士
族
の
救
済
等
を
目
的
と
す
る
団
体
で
、
京
都
在
住
の

旧
官
家
士
族
総
代
た
ち
を
中
心
と
し
て
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
五
月
に
設

立
さ
れ
た（
２
）。

明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
七
月
に
は
、
東
京
在
住
の
伊
丹
重
賢

を
会
長
と
す
る
と
と
も
に
、
平
安
義
会
は
宮
内
省
に
公
認
さ
れ
、
同
年
九
月
に
伊

丹
・
尾
崎
三
良
・
桜
井
能
監
が
管
理
し
て
い
た
基
金
が
平
安
義
会
に
引
き
継
が
れ

る
。
翌
十
月
に
官
家
士
族
の
子
弟
を
教
育
す
る
平
安
義
校
の
廃
止
が
決
定
す
る
と
、

平
安
義
会
は
官
家
士
族
の
子
弟
に
対
し
て
奨
学
事
業
を
展
開
す
る
団
体
と
し
て
の

性
格
を
確
立
し
て
い
く（
３
）。
以
上
は
拙
稿
を
含
む
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る（
４
）。

　

本
稿
で
は
前
稿（
５
）に
引
き
続
き
、
平
安
義
会
の
社
団
法
人
化
お
よ
び
授
産
金
引
継

に
関
す
る
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
か
ら
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
の

史
料
を
綴
込
ん
で
簿
冊
と
し
た
、『
平
安
義
会
資
料
』所
収「
由
緒
沿
革
誌 

其
ノ
二
」

の
一
部
を
翻
刻
・
紹
介
し
、
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
六
月
に
平
安
義
会
が

社
団
法
人
と
し
て
の
認
可
を
受
け
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
な
情
報
を

提
供
し
た
い
。

一　
『
平
安
義
会
資
料
』
所
収
「
由
緒
沿
革
誌 

其
ノ
二
」
の
構
成
と
解
題

　

ま
ず
は
あ
ら
た
め
て
、『
平
安
義
会
資
料
』
所
収
「
由
緒
沿
革
誌 

其
ノ
二
」
の

冒
頭
に
記
載
さ
れ
た
目
録
を
引
用
す
る
。

　
　
　

社
団
法
人
設
立
ニ
関
ス
ル
書
類

　
　
　
　
　
　

目
録

　
　

壱　
　

定
期
総
会
及
臨
時
総
会
出
席
人
名

　
　

弐　
　

臨
時
総
会
議
事
録

　
　

参　
　

社
団
法
人
許
可
願

　
　

四　
　

社
団
法
人
進
達
願

　
　

五　
　

平
安
義
会
資
産
総
額

　
　

六　
　

平
安
義
会
定
款

　
　
　

授
産
金
ニ
関
ス
ル
書
類

　
　
　
　
　
　

目
録

　
　

壱　
　

授
産
金
引
継
書

　
　

弐　
　

同

　
　

参　
　

領
収
証

　

こ
れ
ら
に
綴
ら
れ
た
膨
大
な
書
類
の
な
か
か
ら
、
本
稿
で
は
、
前
半
の
「
社
団

法
人
設
立
ニ
関
ス
ル
書
類
」
を
取
り
扱
う
。「
社
団
法
人
設
立
ニ
関
ス
ル
書
類
」
は
、

明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
か
ら
明
治
四
十
一
年
の
も
の
で
、
こ
の
期
間
に
平
安

義
会
の
社
団
法
人
化
に
向
け
た
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
く
。
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「
壱　
　

定
期
総
会
及
臨
時
総
会
出
席
人
名
」
に
は
、（
一
）「
定
期
総
会
及
臨
時

総
会
出
席
人
名
」
が
、「
弐　
　

臨
時
総
会
議
事
録
」
に
は
、（
二
）「
平
安
議
会
臨
時

総
会
議
事
筆
記
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
綴
ら
れ
て
い
る
。「
参　
　

社
団
法
人
許
可
願
」

に
は
、
七
通
の
社
団
法
人
許
可
願
、
二
通
の
社
団
法
人
進
達
願
、
一
冊
の
平
安
義

会
定
款
、
三
冊
の
平
安
義
会
資
産
総
額
（
財
産
目
録
）、
二
通
の
平
安
義
会
社
員

総
数
に
加
え
、
平
安
義
会
社
員
総
数
の
内
訳
を
記
し
た
メ
モ
が
綴
ら
れ
て
お
り
、

本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
う
ち
明
治
四
十
一
年
十
一
月
十
七
日
付
で
文
部
大
臣
に
宛
て

ら
れ
た
社
団
法
人
許
可
願
一
通
を
（
三
）「
社
団
法
人
許
可
願（
６
）」
と
し
て
、
同
年

十
一
月
十
七
日
付
で
京
都
府
知
事
に
宛
て
ら
れ
た
社
団
法
人
進
達
願
一
通
を

（
四
）「
社
団
法
人
進
達
願（
７
）」

と
し
て
取
り
上
げ
る
。「
四　
　

社
団
法
人
進
達
願
」

に
は
、
二
通
の
社
団
法
人
進
達
願
、
一
通
の
社
団
法
人
許
可
願
、
一
冊
の
平
安
義

会
定
款
が
綴
ら
れ
て
い
る
。「
五　
　

平
安
義
会
資
産
総
額
」
に
は
、
二
冊
の
平
安

義
会
資
産
総
額
、
二
通
の
平
安
義
会
社
員
総
数
、
一
通
の
社
団
法
人
進
達
願
が
綴

ら
れ
て
お
り
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
う
ち
先
に
綴
ら
れ
た
平
安
義
会
資
産
総
額
と

平
安
義
会
社
員
総
数
一
通
ず
つ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
（
五
）「
平
安
義
会
資
産
総
額
」、

（
六
）「
平
安
義
会
社
員
総
数
」
と
し
て
取
り
上
げ
る
。「
六　
　

平
安
義
会
定
款
」

に
は
、（
七
）「
平
安
義
会
定
款
」
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
（
一
）
～
（
七
）
の

各
史
料
に
つ
い
て
、
そ
の
全
文
を
翻
刻
・
紹
介
し
た
い
。
な
お
、
翻
刻
に
当
た
っ

て
は
、
原
則
と
し
て
旧
字
を
新
字
に
改
め
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
に
つ
い
て

の
解
題
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
（
一
）
の
「
定
期
総
会
及
臨
時
総
会
出
席
人
名
」
は
、明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）

九
月
二
十
九
日
に
開
催
さ
れ
た
平
安
義
会
の
定
期
総
会
お
よ
び
臨
時
総
会
の
出
席

者
名
簿
で
あ
る
。「
第
壱
番　

野
路
井
孝
治
」
か
ら
「
第
百
拾
九
番　

三
宅
定
次
」

ま
で
百
十
九
名
の
署
名
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
翻
刻
で
は
こ

れ
を
省
略
し
た
。

　
（
二
）
の
「
平
安
議
会
臨
時
総
会
議
事
筆
記
」
は
、
明
治
四
十
年
九
月
二
十
九

日
に
開
催
さ
れ
た
平
安
義
会
の
臨
時
総
会
の
議
事
録
で
あ
る
。
こ
の
臨
時
総
会
で

は
、
お
も
に
平
安
義
会
の
社
団
法
人
化
の
是
非
が
議
題
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

発
言
者
の
人
名
は
、（
一
）
の
「
定
期
総
会
及
臨
時
総
会
出
席
人
名
」
を
参
照
の
上
、

こ
れ
を
付
記
し
た
。

　
（
三
）
の
「
社
団
法
人
許
可
願
」
は
、
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
十
一
月

十
七
日
に
、
平
安
義
会
設
立
者
総
代
八
名
が
、
平
安
義
会
の
社
団
法
人
化
を
文
部

大
臣
小
松
原
英
太
郎
に
願
い
出
た
書
類
で
あ
る
。
な
お
、「
社
団
法
人
設
立
ニ
関
ス

ル
書
類
」
に
は
、
注
（
６
）
の
通
り
、
別
の
日
付
で
内
務
大
臣
平
田
東
助
お
よ
び

文
部
大
臣
小
松
原
英
太
郎
に
宛
て
た
も
の
な
ど
も
綴
ら
れ
て
い
る
。

　
（
四
）
の
「
社
団
法
人
進
達
願
」
は
、
明
治
四
十
一
年
十
一
月
十
七
日
に
、
平

安
義
会
設
立
者
総
代
三
名
が
、（
三
）
の
「
社
団
法
人
許
可
願
」
に
つ
い
て
、
関
係

官
庁
へ
の
取
り
次
ぎ
を
京
都
府
知
事
大
森
鍾
一
に
願
い
出
た
書
類
で
あ
る
。

　
（
五
）
の
「
平
安
義
会
資
産
総
額
」
は
、
明
治
四
十
一
年
六
月
三
十
日
時
点
に

お
け
る
平
安
義
会
の
総
資
産
の
調
査
結
果
を
ま
と
め
た
資
料
で
、
平
安
義
会
の
社

団
法
人
化
に
向
け
た
必
要
書
類
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
（
六
）
の
「
平
安
義
会
社
員
総
数
」
は
、
平
安
義
会
の
社
員
総
数
の
調
査
結
果

を
ま
と
め
た
資
料
で
、
平
安
義
会
の
社
団
法
人
化
に
向
け
た
必
要
書
類
と
し
て
作

成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、「
社
団
法
人
設
立
ニ
関
ス
ル
書
類
」
に
は
、

平
安
義
会
社
員
総
数
の
内
訳
を
記
し
た
メ
モ
一
通
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
（
七
）
の
「
平
安
義
会
定
款
」
は
、
平
安
義
会
の
社
団
法
人
化
に
向
け
て
作
成



―　　―4

さ
れ
た
定
款
の
案
で
、
明
治
四
十
一
年
前
後
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
平

安
義
会
が
社
団
法
人
と
し
て
承
認
さ
れ
た
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
六
月
時

点
の
定
款
と
は
、
内
容
が
一
部
で
異
な
っ
て
い
る
。

二　

史
料
の
翻
刻

（
一
）「
定
期
総
会
及
臨
時
総
会
出
席
人
名
」

 

「（
表
紙
） 

　
　
　

明
治
四
拾
年
九
月
廿
九
日

　
　
　

定
期
総
会
及
臨
時
総
会
出
席
人
名

 
平
安
義
会　
　
　

 

」

　
　
　
（
省
略
）

（
二
）「
平
安
議
会
臨
時
総
会
議
事
筆
記
」

　
　

明
治
四
十
年
九
月
弐
拾
九
日

　
　
　

平
安
義
会
臨
時
総
会
議
事
筆
記

五（
畑
道
名
）

拾
参
番　

本
会
ノ
総
会
ハ
二
月
ニ
開
ク
ヲ
例
ト
ス
ル
ニ
、
今
日
マ
デ
延
期
セ
シ

理
由
ハ
如
何
、

幹（
増
沢
季
的
）

事
長　

之
ニ
答
弁
ス
、

五（
畑
道
名
）

拾
参
番　

或
人
死
去
ノ
場
合
ニ
ヨ
レ
ハ
弔
慰
ヲ
シ
、
或
人
カ
死
去
セ
シ
ト
キ
弔

慰
セ
サ
ル
ハ
如
何
ナ
ル
訳
ケ
カ
、
同
一
に
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
コ
ト
ナ
ラ
ス
ヤ
、

幹
事
長　

之
ニ
答
弁
ス
、

九（
上
河
原
為
乙
）

拾
弐
番　

本
会
々
計
ノ
収
支
決
算
ノ
報
告
ナ
キ
ハ
如
何
、
何
レ
ノ
会
社
ニ
シ
テ

モ
明
細
ニ
報
告
ス
ル
ニ
、
本
会
ノ
如
キ
ハ
之
ナ
シ
ハ
如
何
、

幹
事
長　

之
ニ
答
弁
ス
、

五（
水
谷
慶
三
）

拾
弐
番　

或
ル
総
代
カ
死
去
セ
シ
ト
キ
ニ
弔
慰
シ
、
ア
ル
総
代
議
員
ノ
死
去
ノ

節
ハ
、
花
壱
本
モ
送
ラ
サ
ル
ハ
如
何
ナ
ル
理
由
ナ
ル
カ
、
コ
ノ
区
々
ノ
取

扱
ヲ
セ
ラ
ル
ヽ
ハ
、
幹
事
諸
君
ノ
特
別
ノ
懇
意
ナ
ル
人
ニ
限
リ
、
時
ニ
弔

志
ス
ル
カ
、

幹
事
長　

之
ニ
答
弁
ス
、

五（
水
谷
慶
三
）

拾
弐
番　

届
出
ナ
キ
場
合
ハ
弔
慰
ノ
出
来
ヌ
ト
ノ
コ
ト
ナ
レ
ハ
ヨ
ロ
シ
、

会（
尾
崎
三
良
）長　

本
会
ニ
ハ
別
段
ニ
異
議
ナ
キ
ト
認
ム
、
因
テ
引
続
キ
臨
時
総
会
ニ
移
ル

宣
言
ス
、

幹
事
長　

本
会
ノ
財
産
ヲ
総
テ
挙
テ
本
会
ノ
為
メ
、
会
員
議（
マ
マ
）君
子
孫
ノ
為
ニ
、
這

回
社
団
法
人
組
織
ニ
変
更
致
シ
タ
ク
、
拠
テ
財
産
ノ
保
護
ヲ
目
的
ト
ス
ル

ニ
ア
リ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
、

拾（
佐
々
木
光
文
）

四
番　

会
員
何
人
集
合
セ
ハ
総
会
ヲ
開
キ
、
何
人
集
合
セ
シ
ト
キ
ハ
開
会
セ
ヌ

ト
云
フ
訳
ナ
ル
カ
、
尚
ホ
附
言
ス
、
今
日
頂
戴
セ
シ
定
款
ハ
数
拾
條
ニ
シ

テ
熟
読
ス
ル
ニ
逞
ナ
シ
、
之
ヲ
熟
読
セ
不
故
ニ
議
場
ニ
立
ツ
モ
益
ナ

シ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
、
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幹
事
長　

之
ニ
答
弁
ス
、

拾（
佐
々
木
光
文
）

四
番　

本
会
ニ
於
テ
社
団
法
人
ト
云
フ
コ
ト
ハ
必
要
ニ
ア
ラ
ス
ト
認
、
如
何
ト

ナ
レ
ハ
幹
事
并
ニ
役
員
諸
子
ハ
相
当
ナ
ル
人
物
ニ
シ
テ
、
如
此
人
物
ナ
ル

人
立
ガ
組
立
テ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ト
モ
、
本
会
ヲ
法
人
組
織
ハ
絶（
マ
マ
）

体
的

ニ
反
対
ナ
リ
、
我
々
会
員
ニ
賜
ハ
リ
タ
ル
コ
ノ
恩
賜
金
テ
ハ
ナ
キ
カ
、
コ

ノ
最
モ
貴
重
ナ
ル
此
恩
賜
会
ヲ
、
今
日
法
人
云
々
ト
云
ヒ
如
此
コ
ト
ハ
―
、

実
ニ
上
陛
下
ニ
対
シ
畏
レ
多
キ
コ
ト
ナ
ラ
ズ
ヤ
、
此
法
人
云
々
―
―
、
此

ノ
貴
重
ナ
ル
金
ヲ
、
社
団
組
織
ハ
平
凡
タ
ル
モ
ノ
ヽ
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、

本
会
ノ
財
産
ヲ
法
人
云
々
ト
ハ
、
思
モ
ヨ
ラ
ヌ
畏
レ
多
キ
コ
ト
デ
ハ
ナ
キ

カ
―
―
―
―
、
社
団
法
人
ニ
変
更
ハ
全
体
ニ
大
反
対
ナ
リ
―
、
ヒ
ヤ
ヽ
ヽ
、

百（
親
康
頼
順
）

十
参
番　

社
団
法
人
組
織
ハ
法
律
ノ
下
ニ
設
ケ
ル
云
々
ト
ア
ル
ガ
、
法
人
組
織

ノ
成
不
ヲ
云
フ
ニ
ハ
非
ラ
ズ
、
此
ノ
定
款
ヲ
議
ス
ル
ニ
付
テ
ハ
、
熱
読
ス

ル
猶
予
ヲ
与
ヘ
テ
モ
ラ
イ
タ
イ
、
若
シ
本
日
ニ
於
テ
延
期
セ
シ
ト
キ
ハ
、

会
員
諸
子
ノ
子
弟
教
育
資
金
ニ
付
ツ（
マ
マ
）テ

、
年
々
増
加
ス
ル
ヲ
以
テ
、
資
金

ノ
不
足
ス
ル
ト
キ
ハ
、
亦
々
畏
レ
多
ク
モ
此
後
ト
テ
モ
、
賜
金
ヲ
請
願
シ

テ
モ
可
ナ
リ
―
―
、
来
年
二
月
迠
延
期
シ
テ
モ
ラ
イ
タ
イ
、

五（
畑
道
名
）

拾
参
番　

演
題
台
ニ
登
ラ
ズ
シ
テ
、
コ
ノ
侭
ノ
ベ
タ
シ
―
―
、

　
　
　

只
今
幹
事
長
ガ
拾
四
番
ニ
対
シ
、
ヲ
シ
カ
リ
ヲ
蒙
リ
、
実
ニ
恐
レ
ヲ
ヽ
ク

テ
何
ニ
モ
言
フ
コ
ト
ガ
出
来
マ
セ
ヌ
カ
ラ
、
ド
ウ
ソ
ヲ
ダ
ヤ
カ
ニ
言
フ
テ

貰
ヒ
タ
イ
ト
―
―
―
、

　
　
　

前
年
迠
会
計
ノ
報
告
ア
リ
タ
ル
ニ
、
近
年
ヨ
リ
今
日
マ
デ
報
告
ノ
ナ
キ
ハ
、

粗
洩
ト
云
ハ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
、
会
計
ノ
如
キ
ハ
詳
細
ノ
報
告
ヲ
セ
ネ
バ
ナ
ラ

〻

ヌ
、
如
何
、

五（
植
西
泰
明
）

拾
番　

社
団
法
人
ニ
変
更
セ
ラ
ル
ヽ
処
ノ
定
款
ハ
数
拾
條
ア
リ
、
今
熟
読
ス
ル

コ
ト
ヲ
必
要
ト
認
ム
、
依
テ
逐
条
熟
読
ノ
上
―
―
、
法
人
組
織
ニ
ス
ル
モ

可
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
本
会
ノ
如
キ
ハ
法
律
以
上
ニ
ア
リ
テ
、
諸
会
社
ノ
上

ニ
位
シ
ヲ
ル
モ
ノ
ト
認
ム
、
因
テ
規
則
ヲ
改
正
シ
タ
シ
、
第
一
ニ
改
正
委

員
ヲ
撰
定
又
ハ
指
名
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
会
長
ニ
望
ム
、
而
テ
委
員
撰
定
ノ
場

合
ニ
ハ
、
現
幹
事
及
役
員
ヲ
除
キ
、
満
場
会
員
中
ヨ
リ
撰
定
ア
ラ
ン
コ
ト

ヲ
願
フ
、

拾（
小
森
猷
次
）

弐
番　

定
款
中
或
ル
條
項
ヲ
改
正
云
々
ト
ア
リ
、
又
タ
五
拾
参
番
ノ
如
キ
モ
、

規
則
ヲ
改
正
セ
サ
レ
ハ
、
議
事
ヲ
為
メ
コ
ト
ヲ
得
ズ
ト
云
フ
ニ
ア
リ
―
―

―
、

　
　
　

又
社
団
法
人
組
織
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
乞
食
穢
多
ノ
如
キ
モ
ノ
デ
ナ
ケ
レ
バ

出
来
ヌ
様
ニ
云
ハ
レ
、
貴
重
ナ
ル
恩
賜
金
ニ
対
シ
法
人
組
織
ト
セ
バ
、
上

ニ
対
シ
畏
レ
多
キ
事
ト
申
サ
レ
マ
シ
タ
カ
、
私
カ
思
ヒ
マ
ス
ル
ニ
ハ
、
貴

重
ナ
ル
恩
賜
金
ヲ
云
―
、
私
ハ
反
テ
此
ノ
恩
賜
金
ヲ
小
便
桶
ノ
中
ニ
投
ス

ル
様
ニ
思
ヒ
マ
ス
、
サ
ス
レ
バ
此
ノ
上
モ
ナ
キ
畏
レ
ヲ
ヲ
キ
コ
ト
デ
ハ
ナ

キ
カ
ト
思
マ
ス
、
シ
カ
ス
レ
ハ
御
考
ヘ
ガ
違
ヒ
テ
ワ
ヲ
ラ
ヌ
カ
ノ
様
ニ
認

メ
マ
ス
、
華
族
会
館
ノ
如
キ
ハ
如
何
デ
ス
、
既
ニ
社
団
法
人
組
織
ト
ナ
ツ

テ
居
ル
デ
ハ
ア
リ
マ
セ
ン
カ
、
法
人
組
織
ノ
必
要
ト
セ
シ
処
ハ
、
仮
バ
権

利
上
ヨ
リ
言
ヘ
バ
、
当
会
ノ
財
産
其
他
ノ
モ
ノ
ヲ
他
ニ
貸
与
シ
后
、
期
限

ニ
到
リ
返
サ
ヽ
ル
等
ノ
場
合
ニ
取
リ
戻
ス
コ
ト
ガ
出
来
、
又
其
節
取
リ
戻

ス
効
力
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
社
団
法
人
ノ
必
要
ヲ
認
ム
ル
云
々
―
―
、

七（
大
町
力
）
拾
番　

社
団
法
人
組
織
ハ
暫
ク
延
期
シ
テ
モ
モ
ラ
イ
タ
イ
、
ソ
シ
テ
此
規
則
ハ
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我
々
ガ
供
ニ
議
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
今
茲
ニ
規
則
ノ
不
完
全
云
々

ト
云
フ
コ
ト
ハ
実
ニ
不
面
目
ニ
シ
テ
、
幸
ニ
部
外
ノ
人
ノ
ナ
キ
ニ
付
ヨ
ロ

シ
キ
ガ
、
此
ノ
コ
ト
ヲ
他
ノ
人
ニ
聞
カ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
我
々
ノ
不
名
誉

デ
ハ
ナ
キ
カ
、
満
場
ニ
於
テ
詰
ヂ
リ
合
ヲ
ス
ル
ハ
、
取
リ
モ
直
サ
ズ
我
々

ノ
恥
ヲ
言
フ
訳
ケ
デ
ハ
ア
リ
マ
セ
ン
カ
―
―
―
、
シ
バ
ラ
ク
延
期
シ
テ
モ

ラ
イ
タ
イ
、

五（
畑
道
名
）

拾
参
番　

定
款
ニ
付
キ
テ
ハ
、
議
事
ヲ
以
テ
決
ス
ル
コ
ト
ハ
出
来
マ
セ
ヌ
カ
ラ
、

私
ノ
思
フ
第
一
ニ
定
款
ノ
議
案
ヲ
頒
チ
、
議
事
ノ
土
台
ヲ
設
ケ
テ
議
ス
ル

ガ
順
序
デ
ナ
キ
カ
、
尚
ホ
附
言
ス
、
現
則
第
拾
壱
條
ニ
依
レ
バ
、
開
会
ノ

前
ニ
云
々
ト
ア
ル
ニ
モ
係
ハ
ラ
ズ
、
其
手
続
ヲ
セ
ラ
レ
ザ
ル
ハ
如
何
、

幹
事
長　

之
ニ
答
弁
ス
、

五（
畑
道
名
）

拾
参
番　

本
会
ノ
規
則
ハ
総
会
ノ
評
決
ヲ
以
テ
ス
ベ
キ
ニ
、
幹
事
及
議
員
等
ノ

ミ
ニ
シ
テ
変
更
改
正
ス
ル
ハ
、
実
ニ
不
服
云
―
―
、

参（
関
口
秀
範
）

拾
弐
番　

只
今
幹
事
及
満
場
各
員
ノ
情
況
ヲ
洞
察
ス
ル
ニ
、
実
ニ
ナ
ゲ
カ
ワ
シ

キ
事
デ
ア
リ
マ
ス
、
如
何
ト
ナ
レ
バ
此
ノ
平
安
議
（
マ
マ
）会
タ
ル
所
以
ハ
、
我
々

官
家
士
族
ノ
集
団
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
、
此
ノ
団
体
ニ
シ
テ
「
シ
ン
ナ
リ
ヨ
ク
」

ナ
ク
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
、
又
ド
コ
マ
デ
モ
此
ノ
「
シ
ン
ナ
リ
ヨ
ク
」
ヲ
以
テ
、

同
族
ハ
精
神
ヲ
尽
シ
タ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
此
精
神
ガ
ナ
ク
テ
ハ
「
シ
ン
ナ

リ
ヨ
ク
」
ガ
ト
ボ
シ
イ
ト
云
ハ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
、
而
シ
テ
本
会
ノ
幹
事
諸
君

ガ
設
ケ
ラ
レ
タ
定
款
ニ
於
テ
ハ
異
条
ナ
シ
、
最
モ
信
ジ
テ
居
リ
マ
ス
―
―

―
、

拾（
荘
林
維
新
）

壱
番　

本
会
ヲ
社
団
法
人
組
織
ト
セ
ズ
ト
云
フ
ア
リ
、
然
レ
ト
モ
本
会
ノ
如
キ

ハ
普
通
ノ
会
社
ト
ハ
異
ナ
リ
、
畏
レ
多
ク
モ
恩
賜
金
云
々
ト
云
フ
人
ア
リ
、

我
々
ノ
思
フ
処
ハ
之
ニ
反
シ
テ
、
諸
法
律
ハ
畏
レ
多
ク
モ
、
社
団
法
人
ノ

如
キ
ハ　

陛
下
ノ
御
主
意
ニ
シ
テ
財
産
ヲ
保
護
ス
ル
ノ
目
的
ニ
シ
テ
、
本

会
ノ
如
キ
ハ
最
モ
法
人
組
織
ノ
必
要
ハ
ア
リ
ト
認
ム
、
諸
君
ノ
御
考
ヘ
ハ

違
フ
処
カ
ア
ロ
ウ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
若
シ
今
日
ニ
於
テ
社
団
法
人
組
織
ニ
致

サ
ヽ
サ
ル
ト
キ
ハ
、
我
々
子
孫
ノ
為
メ
、
又
本
会
ノ
為
ニ
ナ
リ
マ
ス
マ
イ

ト
思
ヒ
マ
ス
、
ソ
シ
テ
向
年
ノ
後
ニ
到
リ
思
フ
ニ
、
今
日
ノ
役
員
ハ
ナ
ン

デ
法
人
組
織
ニ
ハ
セ
ナ
ン
ダ
デ
ア
ロ
ー
ウ
カ
ト
言
イ
及
テ
、
後
ニ
子
孫
ニ

恨
ミ
ヲ
ノ
コ
シ
、
役
員
等
ノ
讒
リ
ヲ
被
ル
コ
ト
ガ
ア
リ
ハ
セ
ヌ
カ
ト
思
ヒ

マ
ス
―
―
―
、
今
日
諸
君
ノ
為
ニ
本
会
ノ
為
ニ
財
産
ヲ
保
護
ス
ル
方
法
ヲ

付
ケ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス
―
―
―
、

　
　
　

又
タ
会
員
ノ
届
出
ニ
付
云
々
ト
ア
リ
マ
シ
タ
ガ
、
他
府
県
ニ
行
キ
、
亦
タ

在
籍
人
ノ
人
モ
届
出
ガ
ナ
キ
ト
キ
ハ
如
何
ト
モ
ス
ル
コ
ト
ガ
出
来
マ
セ
ヌ

ト
思
ヒ
マ
ス
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
、

拾（
中
大
路
李
忠
）番　

諸
君
御
承
知
ノ
通
、
我
々
役
員
ガ
不
親
任
ナ
ル
カ
満
場
諸
君
ハ
シ
ラ
ズ

ヤ
、
曩
ニ
会
長
ノ
満
期
ノ
節
ニ
、
四
拾
弐
名
ノ
議
員
ノ
議
決
ヲ
以
テ
会
長

不
親
任
ニ
モ
係
ハ
ラ
ズ
、
私
ハ
思
前
々
ヨ
リ
ノ
縁
リ
モ
ア
リ
、
因
テ
継
続

説
ヲ
主
張
シ
テ
、
会
長
ノ
再
任
セ
ラ
レ
タ
―
―
、
未
タ
曽
テ
諸
君
ノ
知
ラ

レ
サ
ル
ト
イ
―
、
ホ（

マ

マ

）

ツ
ケ
ト
ヨ
リ
書
面
ヲ
取
リ
出
シ
テ
高
声
ニ
朗（
マ
マ
）続

セ
シ

処
ノ
主
旨
ハ
、
本
会
ノ
財
産
ヲ
尾
崎
会
長
ヨ
リ
幹
事
ニ
引
続
キ
タ
ル
云
々

―
―
―
、

　
　
　

又
今
マ
満
場
ニ
シ
テ
反
対
セ
ラ
ル
ヽ
ガ
、
或
ル
人
ハ
或
ル
方
面
ニ
向
ヒ
運

動
ヲ
ナ
シ
、
又
タ
或
ハ
運
動
ノ
為
ニ
運
動
費
ヲ
取
リ
、
否
運
動
費
ノ
為
ニ

苦
シ
ヲ
リ
ハ
セ
ヌ
カ
―
―
―
、
一
ニ
反
対
セ
ラ
ル
ヽ
ハ
―
―
―
、
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五
拾
参
番
席
ヲ
蹴
立
テ
ヽ
云
ク
、
只
今
ケ
シ
カ
ラ
ヌ
コ
ト
ヲ
云
フ
ヤ
ツ
デ

ハ
ナ
イ
カ
、
私
ガ
運
動
費
ヲ
取
リ
タ
ル
コ
ト
ガ
ア
リ
マ
ス
カ
―
―
―
、
憤

懣
面
ニ
ア
ラ
ハ
レ
既
ニ
―
―
―
、
両
立
シ
テ
■
論
シ
―
―
、
会
長
起
立
シ

テ
両
者
ノ
発
言
ヲ
止
マ
ム
、

会
長　

議
論
ハ
大
略
ツ
キ
タ
ヨ
ウ
ニ
思
ヒ
マ
ス
、
依
テ
定
款
ノ
修
正
調
査
委
員
ヲ

設
ケ
タ
イ
ト
思
マ
ス
（
賛
成
々
々

声
ア
リ

）、
而
シ
テ
役
員
ヲ
除
ケ
ト
云
フ
議
員
カ
ア

リ
マ
シ
タ
ガ
、
則
会
員
斗
リ
デ
委
員
ヲ
設
ケ
ル
ト
云
フ
ニ
賛
成
者
ハ
起
立

―
―
、

　
　
　

総
起
立
、

　
　
　

調
査
委
員
ヲ
置
ク
コ
ト
ニ
決
ス
、
先
刻
何
番
デ
ア
リ
マ
シ
タ
カ
、
来
年
二

月
マ
デ
延
期
云
々
説
カ
ア
リ
マ
シ
タ
ガ
、
此
ノ
侭
置
キ（
マ
脱
カ
）スカ
、
又
ハ
取
リ

消
シ
マ
ス
カ
、

百（
親
康
頼
順
）

十
三
番　

取
リ
消
シ
マ
ス
、

六（
島
田
貞
彦
）

拾
八
番　

規
則
ノ
改
正
ハ
セ
ヌ
ト
モ
ヨ
キ
様
ニ
思
ヒ
マ
ス
ガ
、
ス
ル
ト
セ
バ
那

辺
ノ
処
マ
デ
改
正
セ
ラ
ル
ヽ
カ
、

五（
畑
道
名
）

拾
参
番　

土
台
カ
ラ
極
テ
行
ク
積
リ
、

会
長　

定
款
ヲ
議
ス
ル
ニ
ハ
議
事
ノ
細
則
ヲ
設
ケ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
思
フ
―
―
―
、

　
　
　

委
員
ニ
托
ス
ル
コ
ト
ニ
シ
マ
ス
ガ
、
九
名
ノ
中
ニ
幹
事
ヲ
加
ヘ
サ
ル
方
ヨ

ロ
シ
キ
カ
、

拾（
赤
尾
可
誠
）

五
番　

引
続
ノ
コ
ト
モ
ア
リ
―
―
、
幹
事
弐
名
ヲ
加
ヘ
タ
方
ガ
ヨ
ロ
シ
キ
カ
ト

思
フ
、

会
長　

然
ラ
バ
幹
事
弐
名
ヲ
加
ヘ
、
拾
壱
名
ト
致
シ
マ
ス
―
―
、
私
ハ
会
員
諸
君

ノ
「
ヲ
カ
ヲ
ヽ
」
シ
リ
マ
セ
ン
―
―
、
ソ
ウ
シ
マ
ス
ト
部
分
ヲ
セ
ネ
バ
ナ

〻

ル
マ
イ
―
―
、
委
員
指
名
シ
マ
ス
、

　
　
　

調
査
委
員
拾
壱
名

　
　
　

下
間
頼
世　

山
田
親
長

　
　
　

水
口
卓
哉　

鳥
山
吉
信

　
　
　

南
大
路
勇
太
郎

　
　
　

吉
見
資
種　

小
林
良
恭

　
　
　

下
橋
敬
長　

畑　

道
名

　
　
　

嶺　

全
明　

岩
橋
元
柔

　
　
　

已
上

（
三
）「
社
団
法
人
許
可
願
」

　
　
　

社
団
法
人
許
可
願

今
般
民
法
第
三
拾
四
條
並
ニ
同
第
三
拾
七
條
ニ
従
ヒ
、
社
団
ト
シ
テ
別
紙
之
通
平

安
義
会
法
人
設
立
仕
度
候
間
、
御
許
可
被
成
下
度
此
段
奉
願
候
也
、

　
　

明
治
四
十
一
年
十
一
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
安
義
会
設
立
者
総
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

華
族
男
爵　

尾
崎
三
良
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
府
東
京
市
麻
布
区

六
本
木
町
参
拾
壱
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

士
族　
　
　

増
沢
季
的
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
府
愛
宕
郡
上
賀
茂
村

字
上
賀
茂
四
百
参
拾
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

士
族　
　
　

兼
田
義
路
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
府
京
都
市
上
京
区
一
條
通

新
町
元
真
如
堂
町
九
番
戸
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士
族　
　
　

畑　

道
名
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
府
愛
宕
郡
大
宮
村
大
字

西
加
茂
小
字
川
上
拾
九
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

士
族　
　
　

水
口
卓
哉
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
府
京
都
市
下
京
区
蛸
薬
師
通

東
洞
院
泉
正
寺
町
参
百
弐
拾
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

士
族　
　

左
右
田
忠
太
郎（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
府
宇
治
郡
醍
醐
村
字

醍
醐
百
六
拾
四
番
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

士
族　
　
　

田
中
省
三
郎（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
府
京
都
市
下
京
区
東
塩
小
路

字
塚
ノ
本
参
番
地
ノ
壱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

士
族　
　
　

中
野
州
綱
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
府
京
都
市
下
京
区
諏
訪
町
通

鍵
屋
町
鍵
屋
町
参
百
弐
拾
八
番
地

文
部
大
臣
小
松
原
英
太
郎
殿

（
四
）「
社
団
法
人
進
達
願
」

　
　
　

社
団
法
人
進
達
願

別
紙
平
安
義
会
法
人
設
立
願
書
差
出
候
間
、
其
筋
へ
御
進
達
被
成
下
度
此
段
奉
願

候
也
、

　
　

明
治
四
十
一
年
十
一
月
十
七
日

　
　
　
　
　

平
安
義
会
設
立
者
総
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

士
族　
　
　

増
沢
季
的
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
府
愛
宕
郡
上
賀
茂
村
字

上
賀
茂
四
百
参
拾
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

士
族　
　
　

兼
田
義
路
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
府
京
都
市
上
京
区
一
條
通

新
町
元
真
如
堂
町
九
番
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

士
族　
　
　

畑　

道
名
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
府
愛
宕
郡
大
宮
村
大
字

西
賀
茂
小
字
川
上
拾
九
番
地

京
都
府
知
事
大
森
鍾
一
殿

（
五
）「
平
安
義
会
資
産
総
額
」

　
　
　

平
安
義
会
資
産
総
額
明
治
四
拾
壱
年

六
月
三
十
日

調
査

一　

日
本
鉄
道
株
式
会
社
株
式　

六
百
四
拾
四
株

　
　
　

此
払
込
金
参
万
弐
千
弐
百
円

一　

同
第
八
回
発
行
株
式　
　
　

四
百
拾
八
株

　
　
　

此
払
込
金
壱
万
四
千
六
百
参
拾
円

一　

日
本
郵
船
株
式
会
社
株
式　

参
百
株

　
　
　

此
払
込
金
壱
万
五
千
円

一　

九
州
鉄
道
株
式
会
社
株
式　

五
拾
株

　
　
　

此
払
込
金
弐
千
五
百
円

一　

以
号
国
庫
債
券

　
　
　

額
面
金
四
百
円

一　

波
号
国
庫
債
券

　
　
　

額
面
金
参
千
円

一　

学
生
貸
与
高

　
　
　

金
壱
万
参
千
百
弐
拾
八
円
八
拾
弐
銭

一　

現
金
四
千
四
百
参
拾
九
円
弐
拾
参
銭

京
都
市
上
京
区
常
盤
井
殿
町
五
百
四
拾
参
番
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愛
宕
第
一
御
料
拝
借
地
反
別
七
段
八
畝
九
歩

右
地
上
ニ
在
之

一　

建
物　
　
　
　
　

拾
壱
棟

　
　
　

此
坪
数
四
拾
弐
坪
弐
合
五
勺

京
都
市
上
京
区
玄
武
町
六
百
弐
番
地
ノ
内
弐

一　

地
所　
　
　
　
　

壱
ヶ
所

　
　
　

此
坪
数
五
百
拾
六
坪
参
合
壱
勺

同
所
六
百
弐
番
地
ノ
内
参

一　

地
所　
　
　
　
　

壱
ヶ
所

　
　
　

此
坪
数
九
百
五
拾
参
坪
弐
合

右
地
上
ニ
在
之

一　

建
物　
　
　
　
　

拾
五
棟

　
　
　

此
坪
数
参
百
拾
弐
坪

（
六
）「
平
安
義
会
社
員
総
数
」

　
　
　

平
安
義
会
社
員
総
数

一　

社
員
壱
千
零
六
人

（
七
）「
平
安
義
会
定
款
」

 

「（
表
紙
） 

　
　
　

平
安
義
会
定
款

 

」

　
　
　

平
安
義
会
定
款

　
　
　

第
一
章　

総
則

第
一
條　

本
会
ハ
上

　

皇
室
ノ
御
恩
眷
ト
、
下
祖
先
ノ
勤
労
ト
ヲ
感
銘
シ
、
会
員
并
ニ
其
子
弟
ノ
学
芸

ヲ
奨
励
シ
、
和
親
ヲ
敦
フ
シ
、
共
同
ノ
幸
福
ヲ
図
リ
、
一
般
ノ
公
益
ヲ
増
進

ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
、

　
　

本
会
ノ
事
業
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
別
ニ
之
レ
ヲ
定
ム
、

第
二
條　

本
会
ハ
平
安
義
会
ト
称
ス
、

第
三
條　

本
会
ノ
事
務
所
ヲ
京
都
市
上
京
区
今
出
川
通
寺
町
西
入
常
盤
井
殿
町

五
百
四
十
三
番
地
ニ
置
ク
、

第
四
條　

本
会
ノ
資
産
ハ
従
来
ノ
平
安
義
会
所
有
財
産
并
ニ
将
来
取
得
ス
ル
コ
ト

ア
ル
ベ
キ
財
産
ヲ
以
テ
組
成
ス
、

　
　

資
産
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
別
ニ
之
レ
ヲ
定
ム
、

　
　
　

第
二
章　

会
員

第
五
條　

本
会
ノ
社
員
ヲ
会
員
ト
称
ス
、

第
六
條　

本
会
ハ
左
記
ノ
旧
資
格
ヲ
有
ス
ル
士
族
ノ
戸
主
ニ
シ
テ
、
現
ニ
山
城
国

内
ニ
住
居
シ
、
明
治
四
十
一
年
一
月
一
日
現
在
、
平
安
義
会
々
員
名
簿
ニ
登

録
サ
レ
ア
ル
者
ヲ
以
テ
会
員
ト
ス
、

　
　

非
蔵
人　

北
面　

使
番　

仕
丁　

諸
官
人

　
　

宮
門
跡
家
来　

摂
家
以
下
公
卿
家
々
来　

准
門
跡
家
来

　
　

社
家
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第
七
條　

会
員
ハ
山
城
国
外
ニ
転
住
ス
ル
ト
キ
ハ
、
会
員
タ
ル
資
格
ヲ
失
フ
モ
ノ

ト
ス
、

　
　

左
ノ
條
項
ニ
該
当
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
、
第
六
條
ニ
規
定
セ
ル
旧
資
格
ヲ
具
備

ス
ル
者
ハ
、
本
会
ニ
届
出
デ
、
会
員
名
簿
ニ
登
録
ス
ル
ニ
ヨ
リ
、
会
員
タ
ル

モ
ノ
ト
ス
、

　
　

一　

家
督
相
続
其
他
ノ
理
由
ニ
ヨ
リ
、
新
ニ
戸
主
ト
ナ
リ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
、

山
城
国
内
ニ
現
住
ス
ル
ト
キ
、

　
　

二　

元
会
員
ニ
シ
テ
、
山
城
国
内
ニ
帰
住
シ
タ
ル
ト
キ
、

第
八
條　

前
條
ノ
場
合
ヲ
除
キ
、
第
六
條
ノ
要
件
ヲ
具
備
ス
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
、
新

ニ
入
会
ヲ
求
ム
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
、
評
議
員
会
ノ
議
決
ヲ
経
テ
、
会
員
名
簿

ニ
登
録
ス
ル
ニ
ヨ
リ
、
会
員
タ
ル
モ
ノ
ト
ス
、

第
九
條　

本
会
員
ハ
其
姓
名
ヲ
改
称
シ
、
住
所
ヲ
転
ジ
、
其
他
身
分
上
ノ
異
動
ヲ

生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
直
チ
ニ
本
会
ニ
届
出
ヅ
ベ
シ
、

第
十
條　

本
会
員
ガ
破
廉
恥
罪
ニ
ヨ
リ
禁
錮
以
上
ノ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
、

評
議
員
会
ノ
決
議
ニ
ヨ
リ
、
除
名
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、

第
十
一
條　

会
員
ガ
退
会
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
旨
ヲ
本
会
ニ
届
出
ヅ
ベ
シ
、

　
　

此
場
合
ニ
ハ
再
ビ
本
会
員
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス
、

第
十
二
條　

前
二
條
ノ
場
合
ニ
於
テ
、
其
家
督
相
続
人
ガ
本
会
ノ
定
款
ニ
ヨ
リ
、

会
員
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ヲ
妨
ゲ
ズ
、

第
十
三
條　

何
等
ノ
事
由
タ
ル
ヲ
問
ハ
ズ
、
会
員
ノ
資
格
ヲ
失
ヒ
タ
ル
モ
ノ
ハ
、

本
会
ノ
財
産
ニ
対
シ
、
一
切
ノ
要
求
権
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
、

　
　
　

第
三
章　

会
務
管
理

　
　
　

第
一
節　

理
事

第
十
四
條　

本
会
ノ
理
事
ハ
会
長
及
幹
事
ヲ
以
テ
之
レ
ニ
充
ツ
、

第
十
五
條　

本
会
ニ
会
長
一
名
ヲ
置
キ
、
本
会
ニ
特
ニ
功
労
ア
ル
人
ノ
中
ヨ
リ
、

評
議
員
会
之
レ
ヲ
推
撰
シ
、
其
任
期
ヲ
五
年
ト
ス
、
但
会
員
外
ノ
人
ヲ
推
撰

シ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
、
会
員
タ
ル
資
格
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
ス
、

第
十
六
條　

会
長
ハ
本
会
ノ
事
業
及
幹
事
ノ
職
務
ヲ
指
揮
監
督
シ
、
且
本
会
ヲ
代

表
ス
、

　
　

会
長
ハ
総
会
及
評
議
員
会
ノ
議
長
ト
為
リ
議
事
ヲ
整
理
ス
、

第
十
七
條　

本
会
ニ
幹
事
七
名
ヲ
置
キ
、
評
議
員
中
ヨ
リ
互
撰
ヲ
以
テ
之
レ
ヲ
定

メ
、
其
任
期
ヲ
四
年
ト
ス
、

　
　

幹
事
ニ
欠
員
ヲ
生
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
評
議
員
会
ニ
於
テ
臨
時
補
欠
撰
挙
ヲ
行

フ
、

　
　

此
場
合
ニ
於
ケ
ル
幹
事
ノ
任
期
ハ
、
前
任
者
ノ
任
期
ニ
ヨ
ル
、

第
十
八
條　

幹
事
ハ
互
撰
ヲ
以
テ
専
務
幹
事
一
名
ヲ
置
ク
、

第
十
九
條　

専
務
幹
事
ハ
事
ヲ
会
長
ニ
受
ケ
、
会
長
事
故
ア
ル
時
ハ
、
其
事
務
ヲ

代
理
ス
、

第
二
十
條　

幹
事
ハ
本
会
ノ
事
務
ヲ
管
理
シ
、
専
務
幹
事
々
故
ア
ル
ト
キ
ハ
、
幹

事
中
ノ
年
長
者
、
之
レ
ヲ
代
理
ス
、

第
二
十
一
條　

幹
事
ハ
評
議
員
ノ
資
格
ヲ
喪
失
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
当
然
解
職
シ
タ

ル
モ
ノ
ト
ス
、

　
　
　

第
二
節　

評
議
員

第
二
十
二
條　

本
会
ニ
評
議
員
四
十
二
人
ヲ
置
キ
、
其
任
期
ヲ
四
年
ト
シ
、
別
ニ

定
ム
ル
撰
挙
規
則
ニ
従
ヒ
、
左
ノ
区
分
ニ
依
リ
、
会
員
中
ヨ
リ
互
撰
ス
ル
モ

ノ
ト
ス
、
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第
一
部　

非
蔵
人　

北
面　

使
番　
　
　

六
人

　
　

第
二
部　

仕
丁　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
人

　
　

第
三
部　

諸
官
人　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
人

　
　

第
四
部　

宮
門
跡
家
来　
　
　
　
　
　
　

六
人

　
　

第
五
部　

摂
家
以
下
公
卿
家
々
来　
　
　

六
人

　
　

第
六
部　

准
門
跡
家
来　
　
　
　
　
　
　

六
人

　
　

第
七
部　

社
家　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
人

第
二
十
三
條　

評
議
員
タ
ル
モ
ノ
及
評
議
員
ヲ
撰
挙
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
成
年
以
上
ノ

会
員
ニ
シ
テ
、
左
ノ
各
号
ニ
触
レ
ザ
ル
モ
ノ
タ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
、

　
　

一　
　

瘋
癲
、
白
痴

　
　

二　
　

公
権
剥
奪
、
又
ハ
停
止
中
ノ
モ
ノ

　
　

三　
　

禁
治
産
、
準
禁
治
産
中
ノ
モ
ノ

　
　

四　
　

租
税
滞
納
処
分
中
ノ
モ
ノ

　
　

五　
　

家
資
分
散
、
若
シ
ク
ハ
破
産
ノ
宣
告
ヲ
受
ケ
、
復
権
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
、

又
ハ
身
代
限
リ
処
分
ヲ
受
ケ
、
負
債
ノ
弁
償
ヲ
終
ヘ
ザ
ル
モ
ノ

　
　

六　
　

公
権
剥
奪
、
若
シ
ク
ハ
停
止
ヲ
付
ス
ベ
キ
重
罪
軽
罪
ノ
為
メ
、
公
判

ニ
付
セ
ラ
レ
、
其
裁
判
確
定
ニ
至
ラ
ザ
ル
モ
ノ

第
二
十
四
條　

本
会
ニ
評
議
員
会
ノ
決
議
ニ
依
リ
、
特
別
評
議
員
若
干
名
ヲ
置
ク

コ
ト
ヲ
得
、

　
　

特
別
評
議
員
ノ
資
格
ハ
、
本
会
ニ
功
労
ア
ル
モ
ノ
タ
ル
ベ
シ
、

　
　

特
別
評
議
員
ハ
評
議
員
会
ニ
列
シ
、
意
見
ヲ
述
ブ
ル
コ
ト
ヲ
得
、

第
二
十
五
條　

評
議
員
会
ハ
会
長
ニ
於
テ
必
要
ト
認
ム
ル
ト
キ
、
及
評
議
員
三
分

ノ
一
以
上
ヨ
リ
会
議
ノ
目
的
タ
ル
事
項
ヲ
示
シ
請
求
ア
リ
タ
ル
ト
キ
、
之
レ

ヲ
開
ク
、

　
　

評
議
員
会
ノ
日
時
場
所
及
会
議
ノ
目
的
タ
ル
事
項
ハ
、
開
会
ノ
五
日
前
ニ
之

レ
ヲ
通
知
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
、

第
二
十
六
條　

左
ノ
事
項
ハ
評
議
員
会
ノ
議
決
ヲ
経
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
、

　
　

一　
　

毎
年
度
歳
入
歳
出
ノ
予
算
及
決
算
ニ
関
ス
ル
事

　
　

二　
　

予
算
外
ノ
支
出
ニ
関
ス
ル
事

　
　

三　
　

財
産
ノ
管
理
ニ
関
ス
ル
事

　
　

四　
　

奨
学
規
則
及
本
会
内
ノ
諸
規
則
ノ
設
定
変
更
ニ
関
ス
ル
事

　
　

前
項
各
号
ノ
外
、
会
長
ニ
於
テ
必
要
ト
認
メ
タ
ル
事
項
ハ
、
之
レ
ヲ
評
議
員

会
ノ
議
ニ
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、

第
二
十
七
條　

評
議
員
会
ハ
評
議
員
二
分
ノ
一
以
上
出
席
ス
ル
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
、

開
会
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、

　
　

但
同
一
事
件
ニ
付
、
再
度
招
集
ノ
場
合
ニ
ハ
、
議
員
三
分
ノ
一
以
上
ノ
出
席

員
ニ
ヨ
リ
、
議
決
及
撰
挙
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
、

第
二
十
八
條　

評
議
員
会
ノ
議
事
ハ
、
第
四
十
二
條
ノ
規
定
ニ
依
ル
、

第
二
十
九
條　

会
長
ニ
於
テ
評
議
員
会
ノ
決
議
ニ
対
シ
意
見
ア
ル
ト
キ
ハ
、
之
レ

ヲ
再
議
ニ
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、

第
三
十
條　

評
議
員
ニ
欠
員
ヲ
生
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
補
欠
撰
挙
ヲ
行
フ
、

　
　

但
其
欠
員
数
定
員
ノ
三
分
ノ
一
ニ
満
タ
ザ
ル
ト
キ
、
又
ハ
各
部
ノ
欠
員
半
数

ニ
満
タ
ザ
ル
ト
キ
、
次
ギ
ノ
改
撰
期
迄
補
欠
撰
挙
ヲ
延
期
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
、

　
　

補
欠
撰
挙
ニ
ヨ
リ
就
任
シ
タ
ル
者
ハ
、
前
任
者
ノ
任
期
ヲ
襲
グ
モ
ノ
ト
ス
、

第
三
十
一
條　

評
議
員
会
ハ
必
要
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
、
委
員
若
干
名
ヲ
互
撰
シ
、

民
法
第
五
十
九
條
ニ
定
メ
タ
ル
監
事
ノ
職
務
ヲ
行
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
、
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但
幹
事
ハ
委
員
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、

　
　
　

第
四
章　

総
会

第
三
十
二
條　

総
会
ハ
之
レ
ヲ
分
チ
テ
通
常
総
会
及
臨
時
総
会
ト
ス
、

第
三
十
三
條　

通
常
総
会
ハ
毎
年
五
月
之
レ
ヲ
招
集
シ
、
本
会
業
務
及
会
計
ノ
報

告
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス
、

第
三
十
四
條　

臨
時
総
会
ハ
会
長
ニ
於
テ
必
要
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
、
若
シ
ク
ハ
評

議
員
二
分
ノ
一
以
上
、
又
ハ
会
員
五
十
名
以
上
ヨ
リ
会
議
ノ
目
的
事
項
ヲ
示

シ
請
求
シ
タ
ル
ト
キ
、
之
レ
ヲ
招
集
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
、

　
　

前
項
評
議
員
又
ハ
会
員
ガ
総
会
ノ
招
集
ヲ
請
求
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
会

長
ハ
其
請
求
ヲ
受
ケ
タ
ル
日
ヨ
リ
三
十
日
以
内
ニ
招
集
ノ
手
続
ヲ
為
ス
コ
ト

ヲ
要
ス
、

第
三
十
五
條　

左
ノ
事
項
ハ
総
会
ヲ
経
ル
ヲ
要
ス
、

　
　

一　
　

定
款
変
更

　
　

二　
　

会
計
規
則
ノ
設
定
変
更

　
　

三　
　

歳
入
額
ニ
超
過
ス
ル
支
出

　
　

四　
　

評
議
員
撰
挙
規
則
ノ
改
正

　
　

五　
　

総
会
議
事
細
則
ノ
改
正

第
三
十
六
條　

凡
ソ
総
会
ノ
議
案
ハ
評
議
員
会
ノ
決
議
ニ
依
リ
、
会
長
之
レ
ヲ
発

ス
ル
モ
ノ
ト
ス
、

第
三
十
七
條　

凡
ソ
総
会
ハ
会
長
之
レ
ヲ
招
集
シ
、
日
時
場
所
及
会
議
ノ
目
的
事

項
ヲ
示
シ
、
少
ク
ト
モ
十
日
前
ニ
京
都
市
ニ
発
行
ス
ル
新
聞
紙
ノ
一
ヲ
以
テ

広
告
シ
、
尚
便
宜
之
レ
ヲ
会
員
ニ
通
知
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
、

第
三
十
八
條　

総
会
ノ
議
事
ハ
予
メ
通
知
シ
タ
ル
目
的
事
項
ノ
外
ニ
渉
ル
コ
ト
ヲ

得
ズ
、

第
三
十
九
條　

未
成
年
者
ハ
総
会
ニ
出
席
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、

第
四
十
條　

総
会
ハ
会
員
百
名
以
上
出
席
ス
ル
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
、
議
決
ヲ
為
ス
コ

ト
ヲ
得
ズ
、

第
四
十
一
條　

総
会
ノ
出
席
者
定
数
ニ
満
タ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
出
席
シ
タ
ル
会
員
ニ

於
テ
仮
ニ
議
決
ヲ
為
シ
、
会
長
ハ
其
仮
議
決
及
再
招
集
ノ
旨
ヲ
第
三
十
七
條

ノ
規
定
ニ
従
ヒ
通
知
ヲ
為
シ
、
次
会
ニ
於
テ
ハ
出
席
者
ノ
員
数
ニ
拘
ハ
ラ
ズ
、

第
一
回
ノ
仮
決
議
ヲ
可
決
シ
タ
ル
時
ハ
、
其
効
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
、

第
四
十
二
條　

総
会
ノ
議
事
ハ
出
席
者
ノ
過
半
数
ヲ
以
テ
決
ス
、
可
否
同
数
ナ
ル

ト
キ
ハ
議
長
ノ
決
ス
ル
所
ニ
依
ル
、

第
四
十
三
條　

総
会
ノ
決
議
ハ
第
二
十
九
條
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス
、

お
わ
り
に

　

本
稿
で
翻
刻
・
紹
介
し
た
史
料
か
ら
、
あ
ら
た
に
得
ら
れ
た
平
安
義
会
の
社
団

法
人
化
に
関
す
る
知
見
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
結
び
と
し
た
い
。

　
（
二
）の「
平
安
議
会
臨
時
総
会
議
事
筆
記
」の
通
り
、明
治
四
十
年（
一
九
〇
七
）

九
月
二
十
九
日
に
開
催
さ
れ
た
平
安
義
会
の
臨
時
総
会
で
は
、
社
団
法
人
化
の
是

非
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
臨
時
総
会
の
冒
頭
で
「
本
会
ノ
財
産
ヲ
総
テ
挙

テ
本
会
ノ
為
メ
、
会
員
議（
マ
マ
）君
子
孫
ノ
為
ニ
、
這
回
社
団
法
人
組
織
ニ
変
更
致
シ
タ

ク
、
拠
テ
財
産
ノ
保
護
ヲ
目
的
ト
ス
ル
ニ
ア
リ
」
と
幹
事
長
の
増
沢
季
的
が
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
会
長
・
幹
事
長
を
は
じ
め
と
す
る
役
員
が
、
平
安
義
会
の
財
産

保
護
を
お
も
な
目
的
と
し
て
社
団
法
人
化
を
提
案
し
た
。
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臨
時
総
会
の
前
半
で
は
、「
今
日
頂
戴
セ
シ
定
款
ハ
数
拾
條
ニ
シ
テ
熟
読
ス
ル
ニ

逞
ナ
シ
、
之
ヲ
熟
読
セ
不
故
ニ
議
場
ニ
立
ツ
モ
益
ナ
シ
」「
社
団
組
織
ハ
平
凡
タ
ル

モ
ノ
ヽ
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
本
会
ノ
財
産
ヲ
法
人
云
々
ト
ハ
、
思
モ
ヨ
ラ
ヌ
畏

レ
多
キ
コ
ト
デ
ハ
ナ
キ
カ
」「
今
茲
ニ
規
則
ノ
不
完
全
云
々
ト
云
フ
コ
ト
ハ
実
ニ
不

面
目
ニ
シ
テ
、（
中
略
）
此
ノ
コ
ト
ヲ
他
ノ
人
ニ
聞
カ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
我
々
ノ
不

名
誉
デ
ハ
ナ
キ
カ
」
と
い
っ
た
社
団
法
人
化
に
反
対
す
る
意
見
が
続
い
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
後
半
に
な
る
と
、「
華
族
会
館
ノ
如
キ
ハ
如
何
デ
ス
、
既
ニ
社
団
法
人

組
織
ト
ナ
ツ
テ
居
ル
デ
ハ
ア
リ
マ
セ
ン
カ
」「
本
会
ノ
幹
事
諸
君
ガ
設
ケ
ラ
レ
タ
定

款
ニ
於
テ
ハ
異
条
ナ
シ
、
最
モ
信
ジ
テ
居
リ
マ
ス
」「
社
団
法
人
ノ
如
キ
ハ　

陛
下

ノ
御
主
意
ニ
シ
テ
財
産
ヲ
保
護
ス
ル
ノ
目
的
ニ
シ
テ
、
本
会
ノ
如
キ
ハ
最
モ
法
人

組
織
ノ
必
要
ハ
ア
リ
ト
認
ム
、（
中
略
）
若
シ
今
日
ニ
於
テ
社
団
法
人
組
織
ニ
致

サ
ヽ
サ
ル
ト
キ
ハ
、
我
々
子
孫
ノ
為
メ
、
又
本
会
ノ
為
ニ
ナ
リ
マ
ス
マ
イ
ト
思
ヒ

マ
ス
」
と
い
っ
た
賛
成
意
見
も
多
く
発
せ
ら
れ
て
お
り
、
社
団
法
人
化
の
是
非
に

つ
い
て
は
会
員
の
間
で
賛
否
両
論
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
の
よ
う
に
議
論
が
白
熱
す
る
な
か
で
、
会
長
の
尾
崎
三
良
が
、「
定
款
ノ
修
正

調
査
委
員
ヲ
設
ケ
タ
イ
ト
思
マ
ス
、（
中
略
）
則
会
員
斗
リ
デ
委
員
ヲ
設
ケ
ル
ト
云

フ
ニ
賛
成
者
ハ
起
立
」
と
宣
言
し
、
こ
の
提
案
は
満
場
一
致
で
了
承
さ
れ
る
。
こ

れ
は
「
第
一
ニ
改
正
委
員
ヲ
撰
定
又
ハ
指
名
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
会
長
ニ
望
ム
、
而
テ

委
員
撰
定
ノ
場
合
ニ
ハ
、
現
幹
事
及
役
員
ヲ
除
キ
、
満
場
会
員
中
ヨ
リ
撰
定
ア
ラ

ン
コ
ト
ヲ
願
フ
」「
本
会
ノ
規
則
ハ
総
会
ノ
評
決
ヲ
以
テ
ス
ベ
キ
ニ
、
幹
事
及
議
員

等
ノ
ミ
ニ
シ
テ
変
更
改
正
ス
ル
ハ
、
実
ニ
不
服
」
と
い
っ
た
会
員
か
ら
の
意
見
を

取
り
入
れ
た
提
案
と
い
え
よ
う
。

　

こ
れ
に
続
い
て
会
員
か
ら
「
規
則
ノ
改
正
ハ
セ
ヌ
ト
モ
ヨ
キ
様
ニ
思
ヒ
マ
ス
ガ
、

ス
ル
ト
セ
バ
那
辺
ノ
処
マ
デ
改
正
セ
ラ
ル
ヽ
カ
」
と
の
質
問
が
寄
せ
ら
れ
る
と
、

役
員
の
み
に
よ
る
定
款
の
改
正
に
反
対
の
主
張
を
唱
え
て
い
た
畑
道
名
が
、「
土
台

カ
ラ
極
テ
行
ク
積
リ
」
と
発
言
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
畑
道
名
は
、
前
稿（
８
）で
紹

介
し
た
よ
う
に
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
に
恩
賜
金
の
使
途
に
つ
い
て
尾

崎
三
良
ら
に
質
問
状
を
送
り
、
京
都
在
住
旧
官
家
士
族
総
代
の
一
人
と
し
て
授
産

金
の
貸
与
を
請
願
し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
後
、
会
長
に
よ
る
「
定
款
ヲ
議
ス
ル

ニ
ハ
議
事
ノ
細
則
ヲ
設
ケ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
思
フ
―
―
―
、
委
員
ニ
托
ス
ル
コ
ト
ニ

シ
マ
ス
ガ
、
九
名
ノ
中
ニ
幹
事
ヲ
加
ヘ
サ
ル
方
ヨ
ロ
シ
キ
カ
」
と
の
質
問
に
対
し
、

会
員
か
ら
「
引
続
ノ
コ
ト
モ
ア
リ
―
―
、
幹
事
弐
名
ヲ
加
ヘ
タ
方
ガ
ヨ
ロ
シ
キ
カ

ト
思
フ
」
と
の
意
見
が
出
さ
れ
る
と
、
会
長
は
「
然
ラ
バ
幹
事
弐
名
ヲ
加
ヘ
、
拾

壱
名
ト
致
シ
マ
ス
」
と
し
て
、
畑
道
名
を
含
む
十
一
名
の
定
款
修
正
調
査
委
員
を

指
名
し
て
い
る
。

　

旧
稿（
９
）に

お
い
て
「
平
安
義
会
沿
革
概
略
」
と
い
う
史
料
を
翻
刻
・
紹
介
し
た
が
、

そ
の
文
末
に
「
茲
ニ
総
会
ノ
決
議
ヲ
以
テ
、
法
人
組
織
ニ
変
更
セ
ン
ト
ス
」
と
あ

り
、
こ
こ
に
記
さ
れ
た
「
総
会
」
と
は
明
治
四
十
年
九
月
の
臨
時
総
会
を
指
す
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
機
に
平
安
義
会
は
社
団
法
人
化
の
準
備
を
本
格
的
に

進
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
な
お
、
年
未
詳
の
「
平
安
義
会
沿
革
概
略
」
も
、
こ
の

準
備
期
間
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
判
断
し
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。

　

と
こ
ろ
で
、『
尾
崎
三
良
日
記
』
の
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
十
二
月
十
二

日
条）

10
（

に
は
、「
京
都
平
安
義
会
ヨ
リ
書
面
来
ル
、
同
義
会
ヲ
法
人
ト
為
ル
ニ
付
、
定

款
案
及
貸
給
規
則
改
正
案
等
ヲ
封
入
ス
」
と
あ
る
。
尾
崎
三
良
が
平
安
義
会
第
二

代
会
長
に
就
任
し
た
明
治
三
十
三
年
の
段
階
で
、
す
で
に
尾
崎
は
社
団
法
人
化
を

企
図
し
、
定
款
案
な
ど
を
作
成
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
つ
ぎ
に
尾
崎
の
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自
叙
伝
で
あ
る
『
尾
崎
三
良
自
叙
略
伝
』
か
ら
、「
平
安
義
会
を
社
団
法
人
と
為
す

こ
と）

11
（

」
の
項
を
引
用
す
る
。

平
安
義
会
は
従
来
私
立
会
に
し
て
、
法
律
上
其
名
に
依
つ
て
は
何
等
の
権
利

義
務
あ
る
こ
と
な
し
。
依
つ
て
是
ま
で
所
有
せ
し
地
所
等
は
皆
幹
事
等
の
私

有
名
義
に
為
り
、
其
他
種
々
の
不
便
あ
る
に
依
り
、
評
議
員
会
決
議
の
上
、

愈
々
社
団
法
人
と
為
す
の
手
続
を
為
し
た
。
是
は
内
務
、
文
部
両
省
へ
稟
請

し
、
種
々
面
倒
の
手
続
を
経
て
漸
く
許
可
を
受
け
て
公
然
と
法
人
と
認
め
ら

れ
た
り
。
当
時
の
幹
事
長
増
沢
季
的
氏
は
此
事
に
付
き
東
西
往
復
斡
旋
尽
力

せ
ら
れ
た
り
。
時
に
明
治
四
十
二
年
六
月
な
り
。

　

旧
稿）

12
（

で
詳
述
し
た
よ
う
に
、
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
に
宮
内
省
よ
り
公

認
さ
れ
た
平
安
義
会
で
あ
る
が
、
尾
崎
三
良
は
「
平
安
義
会
を
社
団
法
人
と
為
す

こ
と
」
で
、
同
会
が
法
律
上
で
は
公
的
な
団
体
と
見
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め

に
、
社
団
法
人
化
の
手
続
き
を
取
る
に
至
っ
た
と
、
そ
の
経
緯
を
振
り
返
っ
て
い

る
。
ま
た
、
同
会
の
社
団
法
人
化
は
、
そ
の
実
務
を
担
当
し
た
幹
事
長
増
沢
季
的

の
尽
力
な
ど
に
よ
り
、
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
六
月
に
達
成
さ
れ
た
こ
と

も
、
こ
う
し
た
後
年
の
尾
崎
に
よ
る
証
言
か
ら
確
認
で
き
る
。
で
は
、
尾
崎
が
同

会
の
会
長
に
就
任
し
た
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
の
時
点
で
、
す
で
に
社
団

法
人
化
を
構
想
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
治
四
十
年
に
至
っ
て
よ
う
や
く

そ
の
手
続
き
が
急
が
れ
た
の
は
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
平
安
義
会
資
料
』
所
収
「
由
緒
沿
革
誌 

其
ノ
六 

本
会
敷
地
払
下
ニ
関
ス
ル

書
類
」の「
壱　

御
料
地
内
貸
借
ニ
関
ス
ル
書
類
」に
は
、明
治
四
十
年（
一
九
〇
七
）

六
月
の
以
下
の
書
類
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
便
宜
上
（
八
）「
照
会
書
写
な
ら

び
に
答
申
案
」
と
名
付
け
て
翻
刻
・
紹
介
す
る
。

（
八
）「
照
会
書
写
な
ら
び
に
答
申
案
」

　
「
照（
朱
書
）会

書
写
」

貴
会
ヘ
御
貸
渡
中
ニ
係
ル
愛
宕
第
一
御
料
地
ニ
関
シ
、
今
般
其
筋
ヨ
リ
申
越
ノ
次

第
モ
有
之
候
條
、
左
記
ノ
廉
々
ニ
対
シ
、
至
急
何
分
ノ
御
答
申
相
成
度
、
此
段
及

御
照
会
候
也
、

　
　
　

明
治
四
十
年
六
月
三
日

 

御
料
局
京
都
事
務
所

　
　

平
安
義
会
御
中

　
　
　
　
　

記

一　

平
安
学
校
ハ
何
年
ニ
設
立
シ
、
何
年
頃
廃
止
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヤ

二　

平
安
義
会
ノ
成
立
、
並
ニ
其
目
的
及
性
質
（
即
チ
法
人
組
織
ナ
ル
ヤ
否
ヤ
）

三　

学
校
廃
止
後
、
平
安
義
会
ニ
於
テ
引
続
キ
使
用
セ
ラ
ル
ヽ
ノ
関
係

四　

学
校
廃
止
後
、
平
安
義
会
ニ
於
テ
土
地
木
石
ヲ
引
続
キ
使
用
セ
ラ
ル
ヽ
正
当

ノ
権
利
ア
ル
事
由

　
「
答（
朱
書
）申

案
」

本
月
三
日
付
第
一
五
三
ノ
七
号
ヲ
以
テ
、
御
照
会
相
成
候
本
会
ヘ
拝
借
中
ニ
係
ル

愛
宕
第
一
御
料
地
ニ
関
ス
ル
御
質
議
ノ
件
、
左
記
条
項
之
通
ニ
有
之
候
、
此
段
答
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申
仕
候
也
、

　
　
　

明
治
四
十
年
六
月

 

平
安
義
会

　
　

御
料
局
京
都
事
務
所
御
中

　
　
　
　
　

記

一　

平
安
義
校
（
或
ハ
平
安
学
校
ト
記
シ
タ
ル
モ
ア
レ
ト
モ
、
平
安
義
校
ヲ
正
名

ト
ス
）
ハ
、
明
治
十
六
年
十
月
ノ
設
立
ニ
シ
テ
、
其
設
立
者
ハ
旧
官
家
士
族
ノ

団子

弟

ヲ

教

育

ス

ル

為

メ

ニ

設

ケ

タ

体
ト
ス
、
其
創
設
ノ
趣
意
ハ
、
初ル

モ

ノ

ト

ス

メ
旧
官
家
士
族
ノ
向
ヘ
思其
原
因
ハ
明
治
十
二
年

食
ヲ
以
テ
恩
賜 

金旧
官
家
士
族
ノ
困
弊
ヲ
聞
シ

ア
リ
タ
ル
ヨ
リ
、
同召
サ
レ
、
授
産
ノ
為
メ
ト
テ
深
キ
思
召
ヲ
以
テ
、
内

族
現
下
ノ
急
ヲ
救
ハ
ン
ガ
タ
メ
、
或帑
ノ
金
若
干
ヲ
恩
貸
仰
出
サ

ハ
殖
産
ニ
或
ハ
其 

他レ
、
官
家
士
族
相
依
リ
授
産
ニ
着
手
シ
タ
ル
モ
、

ノ
事
業
ニ
着
手
シ
タ
ル
モ
、
其何
分
不
慣
ノ
コ
ト
ニ
テ
多
ク
失
敗
ニ
帰
シ
タ
リ
、

結
果
良
好
ナ
ラ
ザ
リ
シ
ヨ
リ
、
明是
ヲ
以
テ
協
議
ノ

治
十
六
年 

ニ上
、
明
治
十
六
年
当
時
ノ
宮
内
卿
ヘ

至
リ
其
目
的
ヲ
一
変
シ
、
将上
申
ノ
上
其
目
的
ヲ
改
メ
、
恩
貸

来
ノ
発
展
ヲ
慮
リ
、
子金
ノ
残
影
ヲ
以
テ
、
官
家
ノ
子
弟
教
育
ノ

弟
教
育
ノ
事
業
ヲ
企
図 

シ為
メ

、
⃝
斯
ノ
中
学
程
度
ノ
学
校
ヲ
創
設
ス
ル
ニ
至
リ
シ
ヨ
リ
、
辱
ク
モ
其
趣
ヲ

聞
食
サ
レ⃝

、
同前

ニ

授

産

恩

貸

金

ハ

其

侭

下

賜

相

成

、
且

更

ニ

年
同
月
当
御
用
邸
ノ
地
所
建
物
共
無
税
ニ
テ
拝
借
仰
付
ラ
レ
、

尚
ホ
年
々
金
円　

下
賜
ノ
御
沙
汰
ヲ
モ
蒙
リ
タ
リ
、
是
ニ
於
テ
平
安
義
校
ニ
ア

リ
テ
ハ

皇
恩
ノ
優
渥
ナ
ル
ニ
感
佩
シ
、
子
弟
教
養
上
厚
ク

聖
意
ヲ
服
膺
シ
テ
、
諄
々
薫
育
シ
其
功
績
モ
前
者
ニ
比
シ
テ
較
ヤ
見
ル
ヘ
キ
モ
ノ

ア
リ
シ
ニ
ヨ
リ
、
同
廿
三
年
三
月
当
御
用
邸
内
ノ
建
造
物
ヲ
旧
官
家
士
族
ヘ
下

賜
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
至
レ
リ
、
然
ル
ニ
世
運
ノ
進
化
ト
共
ニ
、
教
育
ノ
事
業
モ
益
々

発
達
ス
ル
ニ
至
リ
、
一
ノ
中
等
学
校
ヲ
維
持
シ
テ
子
弟
涵
養
ノ
実
ヲ
完
成
セ
ン

〻

〻
〻
〻
〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

〻
〻
〻
〻
〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

〻

〻
〻
〻
〻

ト
ス
ル
ニ
ハ
、
多
額
ノ
経
費
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ヽ
ナ
リ
、
我
義
校
ノ
如
ク
年
々
ノ

恩
賜
金
ト
本
会
資
金
ノ
利
子
ト
ニ
テ
ハ
、
完
全
ニ
一
校
ヲ
存
続
シ
得
ル
ノ
費
額

ニ
ア足

ラ
ズ
、
到
底
当
初
ノ
目
的
ヲ
遂
行
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
ニ
ヨ
リ
、
更
ニ
其
方
法

ヲ
更
革
シ
学
校
ヲ
廃
シ
、
其
資
金
ヲ
以
テ
学
資
ヲ
補
給
シ
、⃝

子有

弟望

ヲノ

シ
テ
国

内
ニ
連
立
セ
ル
官
公
立
ノ
各
種
学
校
ニ
入
リ
、
完
全
ナ
ル
教
育
ヲ
受
ケ
シ
ム
ル

ニ
如
カ
ズ
ト
ナ
シ
、
斯
ニ
学
資
給
与
ノ
制
ヲ
立
テ
、
明
治
廿
六
年
十
月
我
旧
官

家
士
族
団
体
総
会
ノ
決
議
ニ
ヨ
リ
、
本
校
ヲ
廃
ス
ル
ニ
至
レ
リ
、

二　

凡
ソ
一
ノ
学
校
ヲ
起中

ニ

テ

、
宮

内

卿

及

三

条

、
岩

倉

両

大

臣

ス
ニ
ハ
、
其
設
立
者
ナ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
前ノ

内

命

ニ

依

項
ノ
平
安

義リ

、
之

ヲ

処

理

セ

シ

モ

ノ

ニ

係

ル

校
ノ
設
立
者
ハ
、
旧
官
家
士
族
⃝
ノ
団
体
ナ
リ
、
此
団
体
ヲ
名
ケ
テ
平
安
義 

会
ト
云
フ
、
此
名
称
組
織
ハ
、
明
治
廿
六
年⃝

七然

レ

ト

モ

当

時

未

団

体

ナ

ル

モ

月
宮
内
大
臣
ヘ
上
伸
シ
、
御

聞ノ

ア

ラ

ス

、
明

治

廿

六

年

ニ

至

リ

、

置
ト
ナ
レ
リ
、
本
会
ノ
目
的
ハ
、
前官

家

士

族

ノ

団

体

ヲ

組

織

シ

、
同

年

項
ニ
答
申
シ
タ
ル
如
ク
、
同
族
子
弟
ノ

教
養育

ニ
在
ル
ヲ
以
テ
学
資
給
与
ノ
業
ヲ
ナ
シ
、
傍
ラ
子
弟
ノ
素
行
ヲ
監
察
ス
ル

ノ
務
ヲ
ナ
ス
、
之
ニ
依
テ
年
々
ノ
恩
賜
金
モ
其
侭
下
シ
置
カ
レ
タ
ル
モ
、
明
治

三
十
年
一
月
ニ
至
リ
、　

帝
室
御
資
産
ノ
内
ヨ
リ
一
時
金
ヲ
賜
リ
、
年
々
ノ
賜

金
ハ
停
メ
ラ
レ
タ
リ
、
爰
ニ
本
会
ハ
賜
金
当
時
令
書
ニ
ヨ
リ
其
御
趣
旨
ヲ
奉
戴

シ
、
基
礎
ヲ
鞏
固
ニ
シ
テ
子
弟
教
養育

ノ
実
績
ヲ
顕
揚
セ
ン
コ
ト
ヲ
勉
メ
、
漸
次

会
則
ヲ
改
善
シ
、
其
業
務
ヲ
保
持
シ
テ
現
今
ニ
至
レ
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
其
会
ノ
性

質
ニ
至
リ
テ
ハ
従
来
ノ
侭
ナ
レ
ト
モ
、
現
下
法
人
組ス

ル

ヤ

否

ハ

、
其

利

害

得

失

今

織
ニ
変
更
セ
ン
ト
ス
ル 

ノ尚⃝

調
査
中
ニナ

シリ

テ
、
其
準
備
モ
着
々
進
行
シ
ツ
ヽ
ア
レ
バ
、
近
キ
将
来
ニ
於 

テ
組
織
変
更
ノ
結
果
ヲ
見
ル
ヲ
得
ベ
シ
、

三　

前
二
項
ニ
於
テ
陳
ヘ
タ
ル
如
ク
、
学
資
給
与
ノ
制
ヲ
設
ケ
タ
ル
ニ
ヨ
リ
、
或

ハ
子
弟
ヲ
召
集
シ
テ
訓
示
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ア
リ
、
或
ハ
会
員
ヲ
集
合
シ
テ
会
議

〻

〻
〻
〻
〻
〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

〻
〻
〻
〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻

〻
〻
〻
〻
〻

〻

〻

〻
〻
〻
〻
〻

〻

〻
〻
〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
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ヲ
ナ
ス
コ
ト
ア
リ
、
此
ノ
奨
学
ノ
事
務
ヲ
執
行
ス
ル
ニ
相
当
ノ
場
所
ヲ
要
ス
、

因
テ
曩
ニ
拝
借
仰
付
ラ
レ
タ
ル
御
料
地
及
ヒ
下
賜
建
造
物
ヲ
以
テ
之
ニ
充
テ
、

引
続
キ
使
用
シ
居
レ
ル
ナ
リ
、⃝

此特

ニ

先

年

賢

キ

辺

ノ

思

召

ヲ

以

テ

、
天

皇

皇

御
料
地
ニ
在
ル
此
下
賜
建
造
物
内
ニ
於
テ
、

恩后
両
陛
下
ノ
御
宸
影
ヲ
下
賜
相
成
、
之
ヲ
此
中

賜
ノ
金
円
ヲ
子
弟
ニ
給
与
ス
ル
ハ
、
薫央
ニ
掲
ケ
大
祭
日
等
ニ
ハ
、
会
員
ヲ
シ
テ
之
ヲ
拝
セ

育
上
無
限
偉
大
ノ
勢
力
ヲ
有
シ
、
不

言シ

メ

、
且

此

ノ
中
ニ

聖
恩
ニ
感
泣
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
、
本
会
ノ
目
的
ヲ
貫
徹
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
必
ス

此
地
此
屋
舎
ヲ
使
用
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、

四　

平
安
義
校
又
ハ
平
安
義
会
ト
称
シ
、
其
名
称
ヲ
異
ニ
ス
ル
モ
、
其
実
ハ
皆
旧

官
家
士
族
ノ
団
体
ニ
シ
テ
、
其
成
立
目
的
共
ニ
同
一
物
ナ
リ
、
唯
其
時
ニ
学
校

ア
リ
タ
ル
ニ
ヨ
リ
平
安
義
校
ト
称
シ
、
其
奨
学
事
務
ヲ
執
ル
ニ
ヨ
リ
平
安
義
会

ト
名
ケ
タ
ル
ニ
過
キ
ズ⃝

、
故其

都

度

宮

内

卿

又

ハ

大

臣

ノ

認

可

ヲ

得

タ

ル

モ

ノ

ナ

ニ
平
安
義
校
ト
平
安
義
会
ハ
異
名
同
体
ナ
ル
ヲ

以リ

テ
、
拝
借
地
其
他
ノ
物
件
ニ
関
ス
ル
権
利
ハ
、
当
然
本
会
ニ
属
ス
ベ
キ
モ
ノ

ナ
リ
、

　

前
半
の
「
照
会
書
写
」
は
、
平
安
義
校
お
よ
び
平
安
義
会
が
使
用
し
て
き
た
愛

宕
第
一
御
料
地
（
旧
二
条
邸
）
に
つ
い
て
、
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
六
月
三

日
に
、
御
料
局
京
都
事
務
所
が
平
安
義
会
に
対
し
て
四
項
目
の
質
問
へ
の
回
答
を

求
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
具
体
的
な
質
問
内
容
は
、
①
平
安
義
校
の
成
立

年
お
よ
び
廃
止
年
に
つ
い
て
、
②
平
安
義
会
の
成
立
・
目
的
・
性
質
（
特
に
法
人

組
織
か
ど
う
か
）
に
つ
い
て
、
③
平
安
義
校
と
平
安
義
会
の
関
係
に
つ
い
て
、
④

平
安
義
校
廃
止
後
に
御
料
地
等
を
平
安
義
会
が
使
用
し
て
い
る
根
拠
に
つ
い
て
、

の
四
項
目
と
な
る
。

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

　

こ
れ
ら
の
質
問
に
対
す
る
回
答
案
が
後
半
の
「
答
申
案
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
同

年
六
月
に
作
成
さ
れ
た
案
文
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
「
記
」
以
下
の
部
分
の
正
文

が
残
さ
れ
て
お
り
、
旧
稿）

13
（

で
翻
刻
・
紹
介
し
た
（
一
）「
記
（
平
安
義
校
と
平
安
義

会
）」
が
そ
れ
に
当
た
る
。
こ
の
う
ち
質
問
②
へ
の
回
答
部
分
に
は
、「
其
会
ノ
性

質
ニ
至
リ
テ
ハ
、
従
来
ノ
儘
ナ
レ
ト
モ
、
現
下
法
人
組
織
ニ
変
更
ス
ル
ヤ
否
ハ
、

其
利
害
得
失
今
尚
ホ
調
査
中
ナ
リ
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
愛
宕
第
一
御
料
地
（
旧

二
条
邸
）
を
め
ぐ
る
明
治
四
十
年
六
月
の
御
料
局
京
都
事
務
所
か
ら
の
問
い
合
わ

せ
が
、
平
安
義
会
の
社
団
法
人
化
を
促
し
た
側
面
は
認
め
ら
れ
よ
う
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
社
団
法
人
化
の
準
備
の
た
め
、
平
安
義
会
が
所
有
す
る
株
式
・

債
券
や
地
所
・
建
物
な
ど
の
総
資
産
に
つ
い
て
、
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）

六
月
三
十
日
に
調
査
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
を
ま
と
め
た
の
が
（
五
）
の
「
平
安

義
会
資
産
総
額
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
か
つ
て
平
安
義
校
の
本
校
と
し
て
使

用
さ
れ
て
い
た
常
盤
井
殿
町
の
愛
宕
第
一
御
料
地
（
拝
借
地
）、
お
よ
び
産
業
誘

導
社
が
置
か
れ
、
後
に
入
塾
生
の
塾
舎
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
玄
武
町
の
地
所

（
現
在
の
同
志
社
女
子
大
学
付
近
）・
建
物
の
詳
細
な
ど
の
情
報
も
知
る
こ
と
が
で

き
る）

14
（

。

　

ま
た
、（
六
）
の
「
平
安
義
会
社
員
総
数
」
も
社
団
法
人
化
の
準
備
書
類
で
、
こ

の
調
査
時
点
に
お
け
る
平
安
義
会
の
社
員
（
会
員
）
総
数
は
一
千
六
人
で
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、「
社
団
法
人
設
立
ニ
関
ス
ル
書
類
」
に
綴
ら
れ
て
い
る
社

員
総
数
の
内
訳
を
記
し
た
メ
モ
を
、
以
下
に
翻
刻
・
紹
介
し
て
お
く
。

　
　

壱
類

　
　
　
　

百
五
十
一
人
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二
類

　
　
　
　

百
六
十
一
人

　
　

三
類

　
　
　
　

百
十
七
人

　
　

四
類

　
　
　
　

百
七
十
二
人

　
　

五
類

　
　
　
　

百
三
十
一
人

　
　

六
類

　
　
　
　

九
十
六
人

　
　

七
類

　
　
　
　

百
七
十
八
人

　
　
　

惣
計
壱
千
六
人

　

こ
の
「
壱
類
」
か
ら
「
七
類
」
と
い
う
分
類
は
、（
七
）「
平
安
義
会
定
款
」
の
第

二
十
二
條
に
定
め
ら
れ
た
「
第
一
部　

非
蔵
人　

北
面　

使
番
」
か
ら
「
第
七 

部　

社
家
」
に
対
応
し
て
い
る
。

　

平
安
義
会
の
総
資
産
や
社
員
総
数
の
調
査
お
よ
び
書
類
の
準
備
が
整
う
と
、
明

治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
十
一
月
十
七
日
に
は
、
文
部
大
臣
に
宛
て
た
（
三
）

の
「
社
団
法
人
許
可
願
」
や
、
京
都
府
知
事
に
宛
て
た
（
四
）
の
「
社
団
法
人
進

達
願
」
に
よ
り
、
社
団
法
人
化
に
向
け
た
申
請
が
な
さ
れ
て
い
る）
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。
な
お
、（
三
）

（
四
）
と
も
に
差
出
者
は
「
平
安
義
会
設
立
者
総
代
」
を
称
し
て
お
り
、（
四
）
に

は
幹
事
長
の
増
沢
季
的
お
よ
び
兼
田
義
路
・
畑
道
名
の
三
名
、（
三
）
に
は
こ
れ
に

会
長
の
尾
崎
三
良
お
よ
び
水
口
卓
哉
・
左
右
田
忠
太
郎
・
田
中
省
三
郎
・
中
野
州

綱
を
加
え
た
八
名
の
記
名
押
印
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、（
二
）
の
「
平
安
議
会
臨

時
総
会
議
事
筆
記
」
に
み
え
る
十
一
名
の
「
定
款
修
正
調
査
委
員
」
の
う
ち
、
畑

道
名
・
水
口
卓
哉
の
二
名
の
み
が
、「
社
団
法
人
許
可
願
」
の
「
平
安
義
会
設
立
者

総
代
」
と
し
て
も
名
を
連
ね
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、（
七
）
の
「
平
安
義
会
定
款
」
に
は
作
成
年
月
日
が
記
載
さ
れ
て
い

な
い
が
、
こ
れ
は
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
の
平
安
義
会
の
臨
時
総
会
で
、

十
一
名
の
「
定
款
修
正
調
査
委
員
」
に
よ
る
定
款
案
の
再
検
討
が
決
ま
っ
た
こ
と

を
受
け
、
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
の
「
社
団
法
人
許
可
願
」
や
「
社
団
法

人
進
達
願
」
の
提
出
に
合
わ
せ
、
同
委
員
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
も
の
と
考
え
ら
れ
、

全
四
十
三
條
か
ら
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
平
安
義
会
現
相
談
役
の
今
原
嘉
麻
呂

氏
所
蔵
で
、「
明
治
四
拾
弐
年
五
月　

日
議
決
」
と
の
記
載
が
あ
る
「
平
安
義
会
定

款
」
は
、
全
五
十
四
條
か
ら
な
っ
て
お
り
、（
七
）
の
「
平
安
義
会
定
款
」
は
、
あ

く
ま
で
も
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
五
月
以
前
に
お
け
る
定
款
案
と
判
断
で

き
る
。（
七
）
の
「
平
安
義
会
定
款
」
と
明
治
四
十
二
年
五
月
の
「
平
安
義
会
定
款
」

を
比
較
す
る
と
、
第
一
條
か
ら
第
四
十
三
條
ま
で
に
は
大
き
な
違
い
は
な
く）
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、
第

四
十
四
條
か
ら
第
五
十
四
條
ま
で
が
、
明
治
四
十
二
年
五
月
（
平
安
義
会
が
社
団

法
人
と
し
て
承
認
さ
れ
る
一
か
月
前
）
の
議
決
で
あ
ら
た
に
追
加
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
追
加
さ
れ
た
条
文
に
つ
い
て
も
、
そ
の
ま
ま
引
用
・

紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
　

第
四
十
四
條　

総
会
ニ
出
席
セ
サ
ル
会
員
ハ
、
書
面
ヲ
以
テ
表
決
ヲ
為
ス
コ

ト
ヲ
得
ス
、
又
ハ
任
意
ニ
ヨ
ル
代
理
人
ヲ
出
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
、
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第
五
章　

財
産
管
理

　
　

第
四
十
五
條　

本
会
ノ
財
産
ハ
、
国
債
証
券
其
他
確
実
ト
認
ム
ル
モ
ノ
ヲ
以

テ
保
有
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
、

　
　
　
　

其
種
類
ハ
理
事
会
ニ
於
テ
選
択
シ
、
評
議
員
会
ノ
議
決
ヲ
経
テ
之
レ
ヲ

定
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
、

　
　

第
四
十
六
條　

財
産
ハ
会
長
ノ
名
儀
ト
ナ
シ
、
有
価
証
券
ハ
日
本
銀
行
ニ
保

護
預
ケ
ト
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス
、

　
　

第
四
十
七
條　

財
産
ヨ
リ
生
ス
ル
一
切
ノ
収
益
其
他
雑
収
入
金
ヲ
以
テ
歳
入

ト
シ
、
本
会
常
用
ノ
費
途
ニ
充
用
ス
、

　
　

第
四
十
八
條　

毎
年
度
ノ
歳
入
歳
出
ハ
、
理
事
会
ニ
於
テ
款
項
ニ
分
チ
、
予

算
案
ヲ
編
成
シ
、
評
議
員
会
ノ
議
決
ヲ
経
テ
執
行
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
、

　
　

第
四
十
九
條　

歳
出
各
款
ノ
流
用
ハ
、
評
議
員
会
ノ
議
決
ヲ
経
ヘ
ク
、
各
項

ノ
流
用
ハ
理
事
会
之
レ
ヲ
決
行
ス
、

　
　

第
五
十
條　

本
会
ノ
会
計
年
度
ハ
暦
年
度
ニ
依
ル
、

　
　

第
五
十
一
條　

毎
年
度
ノ
剰
余
金
ハ
準
備
金
ニ
繰
入
レ
、
其
多
額
ニ
上
リ
タ

ル
ト
キ
ハ
、
評
議
員
会
ノ
議
決
ヲ
経
テ
財
産
ニ
繰
入
ル
ヽ
モ
ノ
ト
ス
、

　
　

第
五
十
二
條　

毎
年
度
ノ
決
算
書
及
財
産
目
録
ハ
、
評
議
員
会
ノ
承
認
ヲ
経

テ
、
翌
年
五
月
ノ
通
常
総
会
ニ
報
告
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
、

　
　
　
　
　

附
則

　
　

第
五
十
三
條　

現
任
理
事
ハ
本
会
ヲ
社
団
法
人
設
立
者
ト
ナ
シ
、
定
款
実
施

ノ
際
并
ニ
其
以
後
ニ
於
ケ
ル
会
長
及
幹
事
ノ
職
務
ヲ
行
フ
モ
ノ
ト
ス
、

　
　
　
　

但
任
期
ハ
就
任
ノ
日
ヨ
リ
起
算
ス
、

　
　

第
五
十
四
條　

定
款
第
二
十
二
條
中
ノ
半
数
改
選
ハ
、
次
期
ノ
総
改
選
期
ヨ

リ
実
施
シ
、
第
一
回
ノ
半
数
退
任
者
ハ
、
抽
籤
ヲ
以
テ
決
定
ス
、

　

明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
六
月
に
、
平
安
義
会
が
社
団
法
人
と
し
て
承
認

さ
れ
た
時
点
で
の
定
款
で
は
、「
上
皇
室
ノ
御
恩
眷
ト
、
下
祖
先
ノ
勤
労
ト
ヲ
感
銘

シ
、
会
員
并
ニ
其
子
弟
ノ
学
芸
ヲ
奨
励
シ
、
和
親
ヲ
敦
フ
シ
、
共
同
ノ
幸
福
ヲ
図

リ
、
一
般
ノ
公
益
ヲ
増
進
ス
ル
」
こ
と
が
、
同
会
の
目
的
で
あ
る
と
第
一
條
で
規

定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
六
條
に
は
、「
左
記
（
非
蔵
人
・
北
面
・
使
番
・
仕
丁
・

諸
官
人
・
宮
門
跡
家
来
・
摂
家
以
下
公
卿
家
々
来
・
准
門
跡
家
来
・
社
家
）
ノ
旧

資
格
ヲ
有
ス
ル
士
族
ノ
戸
主
ニ
シ
テ
、
現
ニ
山
城
国
内
ニ
住
居
シ
、
明
治
四
十
一

年
一
月
一
日
現
在
、平
安
義
会
々
員
名
簿
ニ
登
録
サ
レ
ア
ル
者
ヲ
以
テ
会
員
ト
ス
」

と
あ
る
よ
う
に
、
官
家
士
族
の
な
か
で
も
山
城
国
内
に
居
住
し
て
い
る
者
に
、
会

員
の
範
囲
を
限
定
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
同
会
の
役
員
に
つ
い
て

は
、
会
長
一
名
と
幹
事
七
名
が
理
事
で
あ
る
こ
と
、
幹
事
は
四
十
二
名
の
評
議
員

か
ら
選
出
す
る
こ
と
、
評
議
員
は
「
第
一
部　

非
蔵
人　

北
面　

使
番
」「
第
二

部　

仕
丁
」「
第
三
部　

諸
官
人
」「
第
四
部　

宮
門
跡
家
来
」「
第
五
部　

摂
家
以
下

公
卿
家
々
来
」「
第
六
部　

准
門
跡
家
来
」「
第
七
部　

社
家
」
か
ら
六
名
ず
つ
を
選

出
す
る
こ
と
が
、
第
十
四
條
・
第
十
五
條
・
第
十
七
條
・
第
二
十
二
條
に
よ
っ
て

確
認
で
き
る
。

　

な
お
、
今
原
嘉
麻
呂
氏
は
、「
平
安
義
会
々
則
」
と
い
う
資
料
も
所
蔵
さ
れ
て
い

る
。
こ
ち
ら
に
は
作
成
年
月
日
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、「
現
任
役
員
（
明

治
二
十
六
年
十
月
調
査
）」
と
あ
り
、
こ
れ
に
続
け
て
会
長
伊
丹
重
賢
以
下
、
副

会
長
一
名
、
幹
事
七
名
、
書
記
一
名
、
総
代
議
員
二
十
五
名
（
三
名
欠
員
）
の
氏

名
な
ど
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
「
平
安
義
会
々
則
」
は
、
明
治
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二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
十
月
以
降
、
明
治
四
十
二
（
一
九
〇
九
）
五
月
に
「
平

安
義
会
定
款
」
が
議
決
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
判
断
で
き
よ

う
。
た
だ
、
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
六
月
の
（
八
）「
照
会
書
写
な
ら
び
に
答

申
案
」
に
、「
漸
次
会
則
ヲ
改
善
シ
、
其
業
務
ヲ
保
持
シ
テ
現
今
ニ
至
レ
ル
モ
ノ
ナ

リ
」
と
あ
る
通
り
、
会
則
は
こ
れ
以
前
に
何
度
か
改
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
た
め
、
こ
の
「
平
安
義
会
々
則
」
が
ど
の
時
点
で
作
成
さ
れ
た
も
の
か
を
特
定

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　

全
五
十
一
條
か
ら
な
る
こ
の
「
平
安
義
会
々
則
」
は
、「
第
一
條　

本
会
ハ
京
都

ニ
住
居
ス
ル
旧
官
家
士
族
ヲ
以
テ
組
織
シ
、
皇
室
ノ
尊
栄
ヲ
保
護
シ
、
同
族
ノ
幸

福
ヲ
増
進
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
」
か
ら
始
ま
り
、「
平
安
義
会
定
款
」
と
比
較
す

る
と
会
員
の
範
囲
は
同
じ
で
あ
る
も
の
の
、
会
員
や
子
弟
の
学
芸
奨
励
が
目
的
に

含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
違
い
が
あ
る
。「
平
安
義
会
定
款
」
で
は
、
平
安
義
校
と

平
安
義
会
が
異
名
同
体
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
、
目
的
に
学
芸
奨
励
を
明
記
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
役
員
の
構
成
に
も
違
い
が
あ
り
、「
平
安
義
会
々
則
」
で

は
、
会
長
一
名
、
副
会
長
一
名
、
幹
事
七
名
、
総
代
議
員
二
十
八
名
、
委
員
若
干
、

書
記
若
干
を
役
員
と
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、「
明
治
二
十
六
年
十
月
調
査
」
時
点

で
の
幹
事
七
名
と
し
て
、
兼
田
義
路
・
鳥
居
川
憲
昭
・
増
沢
季
的
・
岩
橋
元
柔
・

畑
道
名
・
服
部
保
親
・
山
本
長
敬
の
名
が
み
え
る
。
明
治
四
十
年
九
月
の
（
二
）

「
平
安
議
会
臨
時
総
会
議
事
筆
記
」
に
記
さ
れ
た
「
定
款
修
正
調
査
委
員
」
に
は
、

九
名
の
会
員
に
二
名
の
幹
事
を
加
え
た
十
一
名
が
選
出
さ
れ
て
い
る
が
、
明
治

四
十
年
九
月
時
点
で
の
幹
事
が
先
の
七
名
と
は
限
ら
な
い
も
の
の
、「
定
款
修
正
調

査
委
員
」
に
加
え
ら
れ
た
幹
事
二
名
と
は
、
岩
橋
元
柔
と
畑
道
名
で
あ
っ
た
可
能

性
も
あ
ろ
う
。

　

以
上
、『
平
安
義
会
資
料
』
所
収
「
由
緒
沿
革
誌 

其
ノ
二
」
に
綴
ら
れ
た
「
社

団
法
人
設
立
ニ
関
ス
ル
書
類
」
を
翻
刻
・
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
平
安
義
会
が
社

団
法
人
と
し
て
の
認
可
を
受
け
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
最
後

に
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
平
安
義
会
の
社
団
法
人
化
の
経
緯
を
整
理
し
て
お
き
た

い
。

　

明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
七
月
に
、
伊
丹
重
賢
を
会
長
と
し
た
平
安
義
会

は
宮
内
省
に
公
認
さ
れ
、
後
に
会
則
も
定
め
て
い
た
も
の
の
、
法
律
上
で
は
公
的

な
団
体
と
見
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）

七
月
の
伊
丹
の
死
去
に
と
も
な
い
、
あ
ら
た
な
会
長
に
就
任
し
た
尾
崎
三
良
が
、

平
安
義
会
の
社
団
法
人
化
を
構
想
す
る
も
の
の
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
進
展
は
み
ら

れ
ず
、
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
六
月
に
、
か
つ
て
平
安
義
校
が
あ
っ
た
愛
宕

第
一
御
料
地
を
、
平
安
義
会
が
使
用
し
て
い
る
法
的
根
拠
な
ど
に
つ
い
て
、
御
料

局
京
都
事
務
所
よ
り
質
問
を
受
け
た
こ
と
を
一
つ
の
き
っ
か
け
に
、
平
安
義
会
の

社
団
法
人
化
と
あ
ら
た
な
定
款
の
必
要
性
が
再
認
識
さ
れ
、
同
年
九
月
に
こ
れ
ら

を
審
議
す
る
た
め
の
臨
時
総
会
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
臨
時
総
会
で
は
十
一
名

の
定
款
修
正
調
査
委
員
が
指
名
さ
れ
、
社
団
法
人
化
に
向
け
た
あ
ら
た
な
定
款
案

が
作
成
さ
れ
て
い
く
。
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
は
、「
平
安
義
会
資
産
総

額
」「
平
安
義
会
社
員
総
数
」
と
い
っ
た
書
類
も
準
備
さ
れ
、
同
年
十
一
月
に
「
社

団
法
人
許
可
願
」
お
よ
び
「
社
団
法
人
進
達
願
」
に
よ
っ
て
、
平
安
義
会
の
社
団

法
人
化
に
向
け
た
申
請
手
続
き
が
進
め
ら
れ
た
。
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）

五
月
に
は
「
平
安
義
会
定
款
」
が
議
決
さ
れ
、
同
年
六
月
、
平
安
義
会
は
正
式
に

社
団
法
人
と
し
て
の
認
可
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
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注（
１
）す
で
に
、「「
平
安
義
会
沿
革
概
略
」の
翻
刻
と
官
家
士
族
の
先
行
研
究
―『
平

安
義
会
資
料
』『
旧
桜
橘
財
団
関
係
資
料
』
の
紹
介
（
一
）
―
」（『
駒
沢
女
子

大
学
研
究
紀
要
』
二
四
、二
〇
一
七
年
）、「「
由
緒
沿
革
誌 

其
ノ
四
」
の
翻
刻

と
平
安
義
校
―
『
平
安
義
会
資
料
』『
旧
桜
橘
財
団
関
係
資
料
』
の
紹
介
（
二
）

―
」（『
駒
沢
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
二
五
、二
〇
一
八
年
）、「「
由
緒
沿
革
誌 

其
ノ
一
」
の
翻
刻
と
平
安
義
会
の
沿
革
―
『
平
安
義
会
資
料
』『
旧
桜
橘
財
団

関
係
資
料
』
の
紹
介
（
三
）
―
」（『
駒
沢
女
子
大
学
研
究
紀
要
』

二
六
、二
〇
一
九
年
）、「「
由
緒
沿
革
誌 

其
ノ
二
」
の
翻
刻
と
平
安
義
会
へ
の

授
産
金
引
継
―
『
平
安
義
会
資
料
』『
旧
桜
橘
財
団
関
係
資
料
』
の
紹
介
（
四
）

―
」（『
駒
沢
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
二
七
、二
〇
二
〇
年
）
を
発
表
し
て
い
る
。

あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）
詳
細
は
注
（
１
）
拙
稿
（
二
〇
二
〇
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
３
）
詳
細
は
注
（
１
）
拙
稿
（
二
〇
一
九
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
４
）
拙
稿
以
外
の
平
安
義
会
に
関
す
る
先
行
研
究
に
は
、
小
林
丈
広
『
明
治
維

新
と
京
都
―
公
家
社
会
の
解
体
―
』（
臨
川
書
店
、
一
九
九
八
年
）、
山
下
奈

津
美
「
平
安
義
会
の
あ
ゆ
み
―
二
條
家
と
同
志
社
を
つ
な
ぐ
も
の
―
」（『
同

志
社
大
学
歴
史
資
料
館
館
報
』
一
一
、二
〇
〇
八
年
）
が
あ
る
。

（
５
）
注
（
１
）
拙
稿
（
二
〇
二
〇
）。

（
６
）
社
団
法
人
許
可
願
は
、「
社
団
法
人
設
立
ニ
関
ス
ル
書
類
」
内
に
合
計
八
通

が
綴
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
訳
は
、
明
治
四
十
一
年
十
月
十
二
日
付
で
内
務

大
臣
・
文
部
大
臣
に
宛
て
ら
れ
た
印
影
の
あ
る
も
の
が
三
通
、
明
治
四
十
一

年
十
一
月
十
七
日
付
で
文
部
大
臣
に
宛
て
ら
れ
た
印
影
の
あ
る
も
の
が
二
通
、

明
治
四
十
一
年
付
で
文
部
大
臣
に
宛
て
ら
れ
た
印
影
の
あ
る
も
の
が
一
通
、

明
治
四
十
一
年
十
一
月
付
で
内
務
大
臣
・
文
部
大
臣
に
宛
て
ら
れ
た
印
影
の

な
い
も
の
が
一
通
、
明
治
四
十
一
年
十
月
十
七
日
付
で
文
部
大
臣
に
宛
て
ら

れ
た
印
影
の
な
い
も
の
が
一
通
で
、
い
ず
れ
も
本
文
は
基
本
的
に
同
じ
文
言

で
あ
る
。

（
７
）
社
団
法
人
進
達
願
は
、「
社
団
法
人
設
立
ニ
関
ス
ル
書
類
」
内
に
合
計
五
通

が
綴
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
訳
は
、
明
治
四
十
一
年
十
一
月
十
七
日
付
で
京

都
府
知
事
に
宛
て
ら
れ
た
印
影
の
あ
る
も
の
が
一
通
、
年
月
日
未
詳
で
京
都

府
知
事
に
宛
て
ら
れ
た
印
影
の
な
い
も
の
が
一
通
、
明
治
四
十
一
年
十
月
付

で
京
都
府
知
事
に
宛
て
ら
れ
た
印
影
の
な
い
も
の
が
一
通
、
明
治
四
十
一
年

十
月
十
七
日
付
で
京
都
府
知
事
に
宛
て
ら
れ
た
印
影
の
な
い
も
の
が
一
通
、

明
治
四
十
一
年
十
月
十
二
日
付
で
京
都
府
知
事
に
宛
て
ら
れ
た
影
印
の
あ
る

も
の
が
一
通
で
、
い
ず
れ
も
本
文
は
基
本
的
に
同
じ
文
言
で
あ
る
。

（
８
）
注
（
１
）
拙
稿
（
二
〇
二
〇
）。

（
９
）
注
（
１
）
拙
稿
（
二
〇
一
七
）。

（
10
）
伊
藤
隆
・
尾
崎
春
盛
編
『
尾
崎
三
良
日
記　

下
巻
』（
中
央
公
論
社
、

一
九
九
二
年
）。

（
11
）『
尾
崎
三
良
自
叙
略
伝　

上
巻
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
六
年
）。

（
12
）
注
（
１
）
拙
稿
（
二
〇
一
九
）。

（
13
）
注
（
１
）
拙
稿
（
二
〇
一
九
）。

（
14
）
常
盤
井
殿
町
の
愛
宕
第
一
御
料
地
（
現
在
の
同
志
社
女
子
中
学
校
・
高
等

学
校
付
近
）
は
拝
借
地
で
、
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
三
月
に
、
旧
二

条
邸
の
建
物
だ
け
が
平
安
義
校
に
下
賜
さ
れ
て
い
た
。
明
治
四
十
四
年
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（
一
九
一
一
）
三
月
に
は
、
御
料
地
の
払
い
下
げ
が
決
定
し
、
平
安
義
会
の

所
有
と
な
る
。
詳
細
は
注
（
１
）
拙
稿
（
二
〇
一
七
・
二
〇
一
八
）
を
参
照

の
こ
と
。

（
15
）
先
に
引
用
し
た
『
尾
崎
三
良
自
叙
略
伝
』
の
「
平
安
義
会
を
社
団
法
人
と

為
す
こ
と
」
に
は
、「
是
は
内
務
、
文
部
両
省
へ
稟
請
し
」
と
あ
る
が
、
本
稿

で
引
用
し
た
十
一
月
十
七
日
付
の
「
社
団
法
人
許
可
願
」
は
文
部
大
臣
宛
で

あ
る
。
た
だ
し
、
注
（
６
）
の
通
り
、「
社
団
法
人
設
立
ニ
関
ス
ル
書
類
」
に

綴
ら
れ
た
「
社
団
法
人
許
可
願
」
に
は
、
内
務
大
臣
・
文
部
大
臣
宛
の
も
の

も
含
ま
れ
て
い
る
。

（
16
）
た
だ
し
、
第
一
條
か
ら
第
四
十
三
條
ま
で
に
つ
い
て
も
、
お
お
よ
そ
以
下

の
よ
う
な
点
で
違
い
は
あ
る
。
第
四
條
「
資
産
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
別
ニ
之
レ

ヲ
定
ム
」
が
明
治
四
十
二
年
五
月
の
定
款
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
第
十
三

條
「
何
等
ノ
事
由
タ
ル
ヲ
問
ハ
ズ
」
が
「
何
等
ノ
事
由
ア
ル
モ
」
と
修
正
さ

れ
て
い
る
。
第
十
七
條
「
会
長
又
ハ
幹
事
ノ
選
挙
ハ
、
投
票
ノ
多
数
ヲ
得
タ

ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
当
選
者
ト
ス
、
投
票
同
数
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
年
長
者
ヲ
以
テ
当

選
ト
ス
」
が
明
治
四
十
二
年
五
月
の
定
款
に
は
追
加
さ
れ
て
い
る
。
第
十
九

條
「
会
長
事
故
ア
ル
時
ハ
」
が
「
会
長
事
故
ア
ル
時
及
会
長
欠
員
ノ
ト
キ
ハ
」

と
修
正
さ
れ
て
い
る
。
第
二
十
二
條
「
会
員
中
ヨ
リ
互
撰
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」

が
「
会
員
中
ヨ
リ
選
挙
シ
二
年
毎
ニ
其
半
数
ヲ
改
選
ス
」
と
修
正
さ
れ
て
い

る
。
第
二
十
三
條
「
二　

公
権
剥
奪
、
又
ハ
停
止
中
ノ
モ
ノ
」
が
明
治

四
十
二
年
五
月
の
定
款
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。「
六　

公
権
剥
奪
、
若
シ
ク

ハ
停
止
ヲ
付
ス
ベ
キ
重
罪
軽
罪
ノ
為
メ
、
公
判
ニ
付
セ
ラ
レ
、
其
裁
判
確
定

ニ
至
ラ
ザ
ル
モ
ノ
」
が
「
破
廉
恥
罪
ニ
ヨ
リ
禁
錮
以
上
ノ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
タ

ル
モ
ノ
」
と
修
正
さ
れ
て
い
る
。
第
二
十
六
條
「
三　

財
産
ノ
管
理
ニ
関
ス

ル
事
」
が
「
三　

会
計
規
則
ノ
設
定
変
更
」
と
修
正
さ
れ
て
い
る
。
第
三
十

條
「
又
ハ
各
部
ノ
欠
員
半
数
ニ
満
タ
ザ
ル
ト
キ
、
次
ギ
ノ
改
撰
期
迄
補
欠
撰

挙
ヲ
延
期
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
が
「
次
キ
ノ
改
選
期
迄
補
欠
選
挙
ヲ
行
ハ
ス
」

と
修
正
さ
れ
て
い
る
。
第
三
十
五
條
「
二　

会
計
規
則
ノ
設
定
変
更
」
が
明

治
四
十
二
年
五
月
の
定
款
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
第
三
十
九
條
「
未
成
年

者
ハ
」
が
「
無
能
力
者
ハ
」
と
修
正
さ
れ
て
い
る
。
第
四
十
條
「
但
定
款
変

更
ノ
場
合
ハ
会
員
八
分
ノ
一
以
上
出
席
シ
、
其
三
分
ノ
二
以
上
ノ
同
意
ヲ
経

ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
第
四
十
一
條
「
但
此
場
合
ニ
在
ツ

テ
モ
、
定
款
変
更
ノ
議
決
ニ
限
リ
、
出
席
員
ノ
三
分
ノ
二
以
上
ノ
同
意
ヲ
経

ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
が
明
治
四
十
二
年
五
月
の
定
款
に
は
追
加
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
『
若
杉
家
文
書
』
に
も
、「
明
治

四
十
二
年
六
月
三
日
議
決
」
と
の
記
載
が
あ
る
「
平
安
義
会
定
款
」
が
所
収

さ
れ
て
お
り
、
全
五
十
四
條
の
内
容
は
、
今
原
氏
所
蔵
の
「
平
安
義
会
定
款
」

と
同
じ
で
あ
る
。


